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           予 算 特 別 委 員 会 記 録 

 

１．日 時  平成２９年３月１５日（水） 

        午前１０時００分  開 会 

        午後 ３時４５分  閉 会 

 

２．場 所  白 鷹 町 役 場  議 場 

 

３．議 題  平成29年度各会計予算審査 

         

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――     

○出席委員（１３名） 

  ２番  渡 部 善 美 委員     ３番  笹 原 俊 一 委員 

  ４番  佐々木 誠 司 委員     ５番  小 口 尚 司 委員 

  ６番  小 形 輝 雄 委員     ７番  田 中   孝 委員 

  ８番  山 田   仁 委員     ９番  奥 山 勝 吉 委員 

 １０番  石 川 重 二 委員    １１番  佐 藤 京 一 委員 

 １２番  菅 原 隆 男 委員    １３番  関   千鶴子 委員 

 １４番  今 野 正 明 委員 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○欠席委員（なし） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  佐  藤  誠  七 

副 町 長  横  澤     浩 

教 育 長  沼  澤  政  幸 

総 務 課 長  松  野  芳  郎 

税務出納課長  田  宮     修 

町 民 課 長  中  村  裕  之 

健康福祉課長  齋  藤  春  美 

建設水道課長  今  野  秀  一 

病院事務局長  渡  部  町  子 

教 育 次 長  菅  原  良  教 

総務課長補佐  長  岡     聡 
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課 長 補 佐  佐  藤  雅  志 

課 長 補 佐  鈴  木  克  仁 

次 長 補 佐  芳  賀  和  則 

課 長 補 佐  髙  橋  浩  之 

事 務 局 次 長  鈴  木  秀  一 

次 長 補 佐  菊  地     智 

次 長 補 佐  新  野  文  俊 

財 政 係 長  小  林     裕 

係 長  黒  澤  和  幸 

係 長  髙  橋  眞  澄 

係 長  永  沢  照  美 

係 長  髙  橋  真  弘 

係 長  関     宏  道 

係 長  矢  嶋  寿  彦 

係 長  橋  本  秀  和 

係 長  齋  藤  久 美 子 

係 長  梅  津  友  宏 

係 長  菊  地  る  り 

係 長  長  澤  三 千 夫 

係 長  村  上  利  晴 

係 長  小  口  豊  仁 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○職務のために出席した者の職氏名 

議会事務局長  樋  口     浩 

係 長  橋  本  達  也 

書 記  佐  藤  圭  子 
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 開  議       〈午前１０時００分〉 

 

      ○開議の宣告 

○委員長（菅原隆男） ご参集まことにご苦労さまでございます。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  出席委員は全員であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――     

      ○平成２９年度各会計予算の審査、質疑、採決 

○委員長（菅原隆男） 引き続き、平成29年度白鷹町一般会計予算の審査を行います。 

  最初に、建設水道課所管の審査を行います。 

  ４款衛生費、６款農林水産業費、８款土木費、11款災害復旧費について概要説明を求

めます。今野建設水道課長。 

○建設水道課長（今野秀一） おはようございます。 

  それでは、建設水道課所管一般会計当初予算案の概要についてご説明申し上げます。 

  予算書では、４款衛生費、70ページから71ページまでになります。６款農林水産業費、

77ページから78ページまでになります。８款土木費、86ページから94ページまでになり

ます。11款災害復旧費、117ページから118ページになります。 

  それでは、平成29年度当初予算（案）の概要について説明申し上げます。当初予算書

（案）の概要59ページから64ページまでとなります。60ページをお開きください。 

  最初に１、基本的方向。平成29年度の土木費は６億9,549万6,000円であり、前年度よ

り3.77％の減額となってございます。道路新設改良費では、谷町八ヶ森線道路改良事業

を継続して取り組んでまいります。また、荒砥橋架替えに係る主要地方道長井白鷹線改

良事業の推進、県事業にかかわり大林寺、高岡地区の急傾斜地崩壊対策事業、及び箕和

田、関寺地区の急傾斜砂防自然災害防止事業による負担金を支出してまいります。道路

維持関係では、除雪経費を見込むとともに町道の維持補修工事を進めてまいります。橋

梁維持費では、橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁長寿命化工事を行い、車両並びに歩

行者の安全確保に努めてまいります。 

  住宅管理費では、引き続き木造住宅の耐震化や住宅のリフォームに対し支援を行うと

ともに、空き家のリフォームに対する支援を拡充し、空き家の利活用を推進してまいり

ます。また、町内への定住を促進するため、「すまいる！四季の郷」定住促進プロジェ

クトや「すまいる住まい！若者定住サポート事業」を実施してまいります。 

  都市計画関係では、都市計画マスタープランの策定に向けた調査業務を行うほか、都

市公園の施設管理及び修繕を行い、公園利用者の安全・安心を図ってまいります。また、

全国高校総体の会場となる中丸公園の環境整備を行ってまいります。 
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  地籍調査事業では、萩野地区の区長登記の調査と萩野字高森山ほかの地籍調査に取り

組んでまいります。 

  次に、２予算の体系と主な取り組みでございます。１地籍調査費（６款１項７目）か

ら次ページ、12道路河川災害復旧事業費（11款２項１目）までとなります。 

  次に、63ページをお開きください。 

  個別事業一覧の主な事業についてご説明申し上げます。 

  １地籍調査費（６款１項７目）、事業ナンバー１、地籍調査事業でございます。予算

額86万8,000円でございます。事業概要につきましては、調査地域は萩野字高森山ほか、

平成28年度経済対策補正分もあわせ、0.82平方キロメートルの調査をしてまいります。 

  次に、４道路維持費（８款２項２目）、事業ナンバー２、町道維持補修費でございま

す。予算額3,600万円でございます。舗装維持や道路側溝整備、道路附属施設などの補

修及び整備工事を実施するものでございます。各地区からの要望箇所が多くございます

が、現地を確認し、危険度及び緊急性などを考慮して実施してまいる計画でございます。 

  次に、事業ナンバー３、道路安全対策事業でございます。予算額3,295万円でござい

ます。道路ストック点検を実施し、老朽化している舗装の修繕を行うものでございます。 

  次に、５道路新設改良費（８款２項３目）、事業ナンバー１、谷町八ヶ森線道路改良

事業でございます。予算額4,920万円でございます。継続事業として、大字山口地内陽

光学園前の生活道路約200メートルを整備する計画でございます。 

  次に、６橋梁維持費（８款２項４目）、事業ナンバー１、橋梁安全対策費でございま

す。予算額6,085万7,000円でございます。橋梁の長寿命化を図るため定期的な点検を実

施し、修繕計画に基づき補修工事を実施していくものでございます。詳細設計につきま

しては６橋、点検につきましては51橋、補修工事につきましては７橋を計画してござい

ます。 

  次に、64ページをお開きください。 

  ９都市計画総務費（８款４項１目）、事業ナンバー１、都市計画マスタープラン策定

業務でございます。予算額550万円でございます。今後のまちづくり、生活圏間交通ネ

ットワークの事業推進も含めた都市計画マスタープラン策定に向けた基礎調査を行うも

のでございます。 

  次に、11住宅管理費（８款５項１目）、事業ナンバー２、住宅耐震化促進事業でござ

います。予算額1,645万円でございます。住宅の居住環境の質の向上と経済の活性化を

図る目的で、木造住宅の耐震化やリフォームのほか、空き家のリフォームを行う住宅に

対し支援を行うものでございます。 

  事業ナンバー３、「すまいる住まい！若者定住サポート事業」でございます。予算額

1,390万円でございます。人口減少が見込まれる中で、人口流出の抑制や若者の定住促

進を図るため、定住の意志を持ちさらに住宅建築を行う若者に対して支援を行うもので
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ございます。 

  以上が建設水道課所管一般会計の概要でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。質疑を行います。４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 概要書63ページのまずは町道維持補修工事に関してお伺いいたし

ます。今年度は3,600万円という予算を見ていらっしゃいますが、昨年に比べれば若干

多くとられておりますが、この具体的な計画の場所というのは計画されておるのか。何

カ所ほど計画されているのか、お聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 矢嶋係長。 

○係長（矢嶋寿彦） それでは、お答え申し上げます。 

  今現在平成29年度におきまして、道路維持補修工事におきまして計画している内容に

つきましては、まず全町的な区画線の引き直しの工事、あと舗装の傷んでいるところの

補修の工事、こちらについては全町的に点検をさせていただいて、ひどいところから仕

事をさせていただく工事となります。あと、個別具体的な路線名については控えさせて

いただきますが、3,600万円の内訳について今現在７路線ほど計画をさせていただいて

おります。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 若干予算を多く取っていただいたという面では評価したいと思い

ますが、これも毎回お伺いしているところなのですが、各地区から非常にさまざまな要

望が多いという中で、そういう要望に応えていく上では一刻も早く応えていただきたい

と思うのですが、どの場所をどういう整備を進めるという優先順位というか、基準とい

うものはどのようなことなのか、考え方を教えてください。 

○委員長（菅原隆男） 今野建設水道課長。 

○建設水道課長（今野秀一） お答え申し上げます。 

  道路維持等の要望につきましては、各区から総務課が窓口で要望を取りまとめ、要望

を承っているものでございます。箇所数につきましては、相当数の箇所があるわけでご

ざいますけれども、建設水道課としましてはできる限り区役員の皆様と町で現地を確認

させていただきながら、その状況に応じて危険度・優先度を見まして、予算の範囲内で

執行してまいりたいという考えでございます。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 維持補修ということでありますから、公共施設は使えば使うほど

老朽化するわけでありまして、永久的にこういったことは続くことかなと思いますが、

それなりの対応をよろしくお願いいたします。 

  続きまして、同じく63ページの橋梁維持費に関してお伺いいたします。今回、橋梁長

寿命化を図るということで6,000万円ほど予算化されておりますが、全体的にこの計画

は補修工事する箇所というのは何カ所ほどあるのか、また今年度何カ所ほど計画されて
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いるものなのか教えてください。 

○委員長（菅原隆男） 今野課長。 

○建設水道課長（今野秀一） お答え申し上げます。 

  町道橋につきましては、全体で163橋ございます。橋長が２メートル以上のものが町

道橋ということで153橋ございますけれども、その中にあってちょっと今年度部分しか

お答えできないのですが、次年度につきましては詳細設計を６橋、それから点検につい

ては51橋、それから補修工事につきましては７橋を予定してございます。７橋のうち、

西側が６橋、東側が１橋の予定でございます。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） これは、昨年度調査を行ったことだと認識をしておりますが、そ

の調査を受けてこれから不良箇所を直していくということなのだと思いますが、ざっと

今後何年間ぐらいかけて補修が完了するのか。その辺の見積もりと申しますか、考え方

があればお聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 矢嶋係長。 

○係長（矢嶋寿彦） お答え申し上げます。 

  今現在、先ほど課長から申し上げましたとおり、白鷹町で管理している町道橋は163

橋ございます。こちらの点検につきましては、平成19年からやらせていただいておりま

して、その点検結果に基づいて橋梁長寿命化計画というのを平成25年に取りまとめさせ

ていただいたものです。橋梁長寿命化計画に基づきます補修工事と申しますのは、その

老朽具合、点検診断を毎年計画的に繰り返していきながら、ひどく傷み始めたところか

ら補修をしていくという考え方に基づく計画でございますので、いつまでに完了すると

いうような計画ではございません。公共物、特に生活道路を支える橋を恒久的に維持管

理していくための計画となっておりますので、佐々木議員のご質問の何年度までに完了

するのかということについては、ここで申し上げる計画となっておりません。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） ありがとうございます。先の長いことでありますので、引き続き

対応のほうよろしくお願いいたします。 

  続きまして、64ページになります。災害復旧事業に関してお伺いいたします。今年度

75万円という予算をとられておりますが、非常に額としては少ない内容になっておりま

すが、この辺の中身と申しますか計画についてお聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 矢嶋係長。 

○係長（矢嶋寿彦） お答え申し上げます。 

  今回の予算につきましては、新規で平成29年度に災害が発生した場合に対応するため

の予算ということで計上させていただいております。過年、平成25年、平成26年に発生
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いたしました災害につきましては、まず95％以上の進捗・完成を見まして、全く山奥の

今現在人が通らないような部分に若干の傷みを残しておりますが、まずはその様子を見

ることで対応することが可能と判断をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） ということは、建設水道課所管の災害復旧というのは一定の収束

を見たというようなことの判断でよろしいでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 矢嶋係長。 

○係長（矢嶋寿彦） 過年の平成25年、平成26年の災害におきましては、そのように考

えております。 

○委員長（菅原隆男） ６番、小形委員。 

○６番（小形輝雄） 予算書の88ページであります。西廻りの幹線道路建設促進事業補助

金にかかわってでありますけれども、現在の取り組み状況、それから今年度の整備計画

についてどのような考え方を持っているかお聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 今野建設水道課長。 

○建設水道課長（今野秀一） それでは、お答え申し上げます。 

  西廻り幹線の促進協議会の活動でございますけれども、現在、蚕桑地区、鮎貝地区の

方々によりまして促進協議会を結成をいただきまして、取り組みを進めていただいてご

ざいます。これまでにつきましては、事業の早期着手等に向けまして看板の設置をさせ

ていただいてございます。さくらの保育園の付近、それから東高玉公民館の付近という

ことで、２カ所ほど設置をさせていただきながら運動に取り組ませていただいてござい

ます。 

  また、長井地区にも同様の促進協議会がございますので、やはり広域的な道路ネット

ワークの部分でございますので、長井地区と一緒に活動に取り組みたいということで、

これまで数回長井地区ともお話しをさせていただきましたけれども、なかなか一本化に

なっていないというような部分でございます。今後につきましては、早急に長井地区と

もお話を進めながら、一本化の取り組みを図ってまいりたいと考えているものでござい

ます。 

  なお、長井市と白鷹町と合同で、平成28年の９月28日におきましては、西廻り幹線道

路の早期の計画ということで県知事に要望しているというような状況でございます。 

○委員長（菅原隆男） 小形委員。 

○６番（小形輝雄） このルートにつきましては、今も触れましたけれども大変荒砥橋整

備ともかかわってくると思います。そんなことから、平成29年度の荒砥橋の整備につい

て、どのような内容でどのようになっているか、その辺もお聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 今野建設水道課長。 
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○建設水道課長（今野秀一） お答え申し上げます。 

  西廻り幹線のルートにつきましては、やはり今県で進めていただいております主要地

方道長井白鷹線荒砥橋架替えに伴いますルート、あわせてこれまで整備をいただきまし

た鮎貝駅前までのルートの南側への延伸というようなことで、計画を考えているもので

はございますけれども、ただルートについてはまだ全然白紙の状態ということでござい

ます。ただ、総合計画の中でも置賜生活圏の白鷹米沢間30分構想というような計画ござ

いますので、それにあわせたルートということで今後計画を策定してまいりたいという

部分でございますけれども、県で現在進めてございます287号線の高規格、今長井市の

泉地内まで完成してございますけれども、それらと整合性のとれたルートを今後模索し

てまいりたいというものでございます。 

  また、荒砥橋の架替えにつきましては、今年度橋脚３基発注になったわけでございま

すけれども、施工段階で掘削したところ想定していた支持力が得られなかったというこ

とで、現在検討中でございます。施工につきましても、非出水期というようなことで、

10月から３月の間で施工しなければならないわけですけれども、県では繰り越しなり再

設計を組みまして、次年度に繰り越し等を行っていきたいという計画だそうでございま

す。また、当初の計画では平成29年度につきましては右岸側の橋台（アバット）の２と、

それから橋脚が６基計画になっているわけですけれども、そのうち残った１基を計画し

ておった部分でございますけれども、平成28年度分の３基と、それから平成29年度の１

基、また橋台１基ということで連続した橋脚、それから橋台となりますので、その辺の

施工につきましては河川管理所でございます国土交通省と県で協議をしながら、工事を

進めてまいりたいというような計画だそうでございます。 

  なお、平成32年度供用については、おくれないようなことで事業を進めると伺ってい

るものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 小形委員。 

○６番（小形輝雄） 今後については、東北自動車道にアクセスする国道、それから県道

の整備が非常に重要になってくると思います。そんなことから、全体的な今後の整備に

ついての考え方、これらについてお聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） お答え申し上げます。 

  本町、あるいは隣の朝日町におきましては、直接高速交通網にアクセスするところで

はないと。本当に残念でございますが、そういうルートを今整備推進をしているという

ことになります。その場合の我が町の対応ということでございますが、やはり国道287

号線、348号線をどのように整備をしていくかということと、また先ほど来ご質問があ

りました西廻りの幹線道路をできるだけ早くルートを決定していただきながら、それで

のアクセスを考えるしかないというのが実情でございます。高速道路を白鷹町にという
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ことは、もう既にそういう計画はないわけでございまして、そのアクセスができるよう

な国道の整備を進めていくという方向の中で対応してまいりたいと思いますし、また

348号線におきましても改めてどのような改修を進めるかどうか、これからこれをやる

ということは相当難儀な部分があるなと思っておりますけれども、そういう方向を念頭

に置きながらも対応してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○委員長（菅原隆男） 10番、石川委員。 

○10番（石川重二） 概要書の64ページですが、公園事業費の中で中丸公園ほかの管理委

託についてはわかるのですが、インターハイの会場となる中丸公園の環境整備を行うも

のとありますが、どの程度の環境整備なのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木補佐。 

○建設水道課長補佐（鈴木克仁） お答えいたします。 

  例年ですと限られた予算ということで、なかなか例年同じような管理業務になるわ

けですが、今回は南東北総体2017の開催年ということでございますので、その開催を

契機といたしまして公園の環境整備を行うというものでございます。 

  中身といたしましては、高木の剪定あるいは伐採等になります。あと、中丸公園の

中もあのような状態で草が繁茂しておりますので、それらの草刈りということで現在

のところ計画を予定しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 石川委員。 

○10番（石川重二） 先ほど災害復旧に関して九十何％、ほぼ収束というようなお話でし

たけれども、中丸公園については皆様もご承知のとおり大量の土砂が流れ下りまして、

現在は満砂状態でありまして、この前の集中豪雨が２年続いたわけでございます。あの

ような豪雨が再び来ないという保障はありません。海水温度の上昇により水蒸気の量が

多くなった関係で、とんでもない気象現象が中国東北部から日本にかけて筋状になって

大雨を降らせる、冬は大雪を降らせるという現象で、いろいろなことが起きているわけ

なのですが、もう一度来たらば白鷹町の皆さんもご承知のように、杉だけの林のところ

は水持ちが悪いので間違いなく崩壊し、流れ下ることはあり得るし、そしてまた実淵川

のほうから来る砂も結構な量流れてきておりまして、それがあそこの公園をさらに壊し

てしまう危険性があります。この前のようなことが一たび来たら、インターハイのとき

の非常に大きな問題になる場所でもございます。そんな関係の中で、もし土砂が流れた

らどのような対策で考えておられるのか、お願いします。 

○委員長（菅原隆男） 町長。 

○町長（佐藤誠七） お答え申し上げます。 

  今石川委員のご質問につきましては、何度も何度もご質問いただいておりますし、そ
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れに対しても回答をさせていただいているところでございます。特に平成25年、平成26

年の豪雨災害で満砂になっているということは、我々も承知でございます。しかし、そ

れを全部浚渫するということは、数億円かかるというような我々としての見積もりをさ

せていただいております。 

  そのような中で、実はあのため池は農業用のため池であったと。その農業用のため池

であったものが、これは土地区画整理事業で大町裏に利用されておった水、それが使わ

ないということで、いつ、どこで、どうなったのか詳しくは私はわかりませんけれども、

底地が町であるということで我々は災害を考えたときにやっていかなければならないと

いうことでの取り組みをさせていただいておる。当然、この平成25年、平成26年におき

ましての豪雨災害、あそこ越流を若干したかしないかということでございました。その

ための土のうなども、準備をさせていただいているところでもあります。 

  そう考えたときに、今概要の測量をやらせていただいておりまして、どのようなこと

があそこで一番いいのか。例えば、この沼の必要性というものはどこでもないというこ

とであります。そのようなことを考えたときに、あの中丸ため池の活用を考えながら、

そしてお金をできるだけかけないように、そしてできれば国県の補助をいただきながら

取り組んでまいりたいということで、その方向性はまだまだ決定するまでには残念なが

ら時間がかかるだろうと思っています。そのため、万が一のときにトンパックの土のう

の準備をさせていただいているということでありますので、この点については今までも

何度も何度も石川委員からご質問もありましたので、それにお答えをしてきたというこ

とと、我々としても対策を考えながら取り組んでいるということで、ご理解を賜りたい

と思います。 

○委員長（菅原隆男） 石川委員。 

○10番（石川重二） トンパックの件なのですが、本当に大水となったときにあれでとま

るだけの土のうの耐久力は十分あると思いますか。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木補佐。 

○建設水道課長補佐（鈴木克仁） 先ほど環境整備という部分でお答えいたしましたが、

そういった関連の工事といたしまして、インターハイ関連ということにはなりますが、

今ある土のうの撤去を行いまして、新しいものを設置する、大型土のうと通常の土の

うでそういったものに備えていく計画でおりますので、その点については申し加えさ

せていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 石川委員。 

○10番（石川重二） その土のうの素材は、白っぽいやつでちょっと弱いのがあったわ

けですが、今度のはもっと丈夫なものなのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木補佐。 
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○建設水道課長補佐（鈴木克仁） お答えいたします。 

  耐候性のもので設置する予定でございます。以上です。 

○委員長（菅原隆男） ほかにございませんか。11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 概要書の64ページ「すまいる！四季の郷」定住促進プロジェクト、

１年前と同じことを質問させていただきますが、この355万円去年と同じですが、昨年

度はどのくらいの予定でこの予算を立てたかという質問をさせていただきました。100

万円が１つ、70万円が１つ、50万円が１つで220万円と、それを売る予定だと。ここに

変わりはございませんかということと、実際に平成28年度はどうだったのか、これをお

聞きしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 橋本係長。 

○係長（橋本秀和） お答え申し上げます。 

  平成29年度の「すまいる！四季の郷」定住促進プロジェクトの予算でございますが、

昨年と同様の内容となってございます。100万円が１区画、70万円が１区画、50万円が

１区画分ということで計上させていただいております。平成28年度の販売実績でござい

ますが、現在のところゼロ件という結果となっております。ただ、３月に入りまして１

件申し込みをいただいております。今後、その方と契約に向けまして丁寧な対応を行い、

契約できるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 契約までいくかいかないかということも大事でしょうが、問い合わ

せ的にどの程度来て、結果契約までいかなかったというものがあるのであれば、その理

由等を把握していれば教えていただきたいのですが。 

○委員長（菅原隆男） 橋本係長。 

○係長（橋本秀和） お答え申し上げます。 

  今年度につきましては、問い合わせのあった件数は先ほど申し上げた１件のみとなっ

てございます。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 実は、個人の保留地が結構動いています。そのようなことで、組合

員であった方が結果的に自分のものになったところに、親戚の方とかそういう方々が土

地を求められて、住宅を建てていらっしゃるというケースはあるようでございます。た

だ私どもが、まだ10区画残っているのですが、それについての今話でございまして、そ

ういう部分についてはこれからも、営業という言葉は使いたくありませんけれども、白

鷹町にお出でいただくということを中心に一生懸命考えさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（菅原隆男） ９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 私もこの件も含めながら、概要書の64ページ「四季の郷」と耐震、
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「すまいる若者定住」策、これについてお聞きしたいと思いますが、私の一般質問の段

階で町外に勤めている方が二千何人というお話があったようですけれども、当然職場は

町外、住むのは白鷹町という考え方が非常に大事かなという中でのこの事業ということ

だと思うのですが、まず「すまいる住まい！若者定住サポート」、これ何年かやってい

ると思うですが、状況から見えてきたものは何でしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 橋本係長。 

○係長（橋本秀和） お答え申し上げます。 

  「すまいる住まい！若者定住サポート事業」につきましては、平成27年度から実施し

ている事業でございます。住宅の取得をしたいと考えている若者世帯をサポートする事

業となってございますが、ここ２年実施しまして実績といたしましては平成27年度は18

件、平成28年度は現在において15件申請をいただいております。特に若者世帯の利用が

多く、移住につきましては平成28年度は１件、平成27年度は３件ということで、まだま

だ町外の方に対してＰＲしていかなくてはならないなと考えているところでございます

が、まだ２年目の制度でございますので、今後この制度も皆さんの意見に耳を傾けなが

ら、よりよいものにしていきたいと考えるものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） いろいろお話を聞いてみますと、働く若い人はどうも長井のほうの

アパートを借りているのが多いという話もあるようです。原因は何ですかと聞きますと、

民間のアパートの家賃が高すぎるというようなお話もあったようです。そこら辺から踏

まえますと、この次の耐震化の空き家リフォーム、これも非常に若者定住には大事な事

業かなと踏まえた場合に、例えば新築するのには非常な資金が必要だと。大概はフラッ

ト35で35年と、人生の半分以上を住宅ローンにかかわってくると。そのほかに子育ても

しなければならないということになりますと、非常に人生設計の中で住宅にかける負担

が大きいというときに、空き家もいいといいますか割と新しい空き家もあったりいろい

ろしますので、そこら辺も踏まえた場合に空き家の耐震も含めた形での若者定住のやり

方といいますか、新しいような空き家の利用ということも踏まえた場合にこの耐震化促

進事業、これはどのように考えているのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 橋本係長。 

○係長（橋本秀和） お答え申し上げます。 

  空き家の利活用に対する支援については、実は現在も行ってございます。どういうこ

とかと申し上げますと、住宅リフォーム総合支援事業の中に「空き家活用タイプ」とい

うメニューがございまして、空き家をリフォームされた場合につきましてはその工事費

の10％、上限が20万円、中古住宅診断をした場合には30万円ということで支援を行って

いるものでございますが、平成28年度年間通して空き家で申請があったのが１件のみと

いうことで、なかなか実績が上がらないような状況がございます。 
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  そういったことを受けまして、また今委員からご指摘のとおり空き家を活用した場合

には、比較的低コストで住宅を取得することができるということもございますので、平

成29年度の予算におきましては拡充を図っているものでございます。具体的には、補助

率を10％上乗せいたしまして、上限額を20万円かさ上げするという形で制度設計を考え

ているものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 「すまいる住まい！若者定住サポート事業」の中でこれちょっと聞

きたいのですが、親世代の敷地の中に隣に建てるというようなことも結構あるようです

けれども、何かお話し聞きますとそこから渡り廊下をつなぐとこの制度が使えないとい

うようなことで、非常に悩んだ方もいらっしゃるようですが、そこら辺はそのとおりな

のですか。 

○委員長（菅原隆男） 橋本係長。 

○係長（橋本秀和） お答え申し上げます。 

  「すまいる住まい！若者定住サポート事業」におきましては、新築住宅の補助という

ことでさせていただいております。既存の母屋と新たに建築する住宅をつないだ場合に

おきましては、増築の扱いとさせていただいております。その結果、対象外となるもの

でございますが、増築の場合でありますと住宅リフォーム総合支援事業のほうで一部対

象にできるものがございます。ただ、住宅リフォーム総合支援事業につきましてもあく

までもリフォームの事業ということで、その増築する部分に生活の機能を全部有する場

合には該当にならないという事案もございますので、そういった部分今後両制度とも対

象とならない方への支援のあり方については、不公平感のない形で制度設計を検討して

まいりたいと考えているものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これは、白鷹町全域を対象にした制度だと思います。「四季の郷」

についてはいただいた土地の残り10区画ですか、そこら辺の利用だと思うのですが、

「すまいるサポート」のほうを見ますと民間の宅地造成地を買って建てているという若

い人もたくさんいるようなのですが、そこら辺からいきますと民間の土地の中の分譲地

の中の道路、あれの除雪云々ということが非常にまた出てきているようですけれども、

これから先将来的に「四季の郷」の10区画も当然処分しなければならないのですが、町

全体として若者定住のための土地のあり方というのを民間に依存するのか、町でも少し

考えるのか、そこら辺はどのように考えるのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 私どもの所有している10区画をまず処分するということが、我々に

課せられた大きな課題だと。なかなか相談、要望が少ないということでございます。そ

れと同時に、やはり当初の目標はあそこの個人でお持ちの土地であっても保留地であっ
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てもできるだけ早く処分をし、にぎわいをつくるということで取り組んできたわけです

から、改めてあそこに荒砥橋もできるということなったので、希望は私はかなりあるも

のだと思っております。そして今後におきましては、やはり個人の保留地であっても

我々が、その中にできるだけ住宅を建てるという方々に対しての応援というものについ

てはやはり考えていく必要があるだろうと思っておりますし、町として土地区画整理事

業で取り組んだわけですから、この責任は私はあると思っておりますので、限界はあり

ますけれどもその限界を確認をしながら、地域の発展に資するように頑張ってまいりた

いと思っているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 10番、石川委員。 

○10番（石川重二） 先ほどお答えいただいたことなのですけれども、防災の視点でこれ

からもしあのような豪雨が来ましたら、間違いなく上流の常海沢川の土砂どめの県の施

設も満砂の状態です。そして下もいっぱいなものですから、またあの土砂が来たら下流

の駅前から八幡、大町方面まで土砂が流れ落ちることになってくると思うのです。です

から、もしその中で来たらば、せめて砂だまりとなる分ぐらい池のいわゆる淵から車が

入っていける状態のところで、アームの長いので全部砂を取れとは言いません。少なく

とも、アームで排除できるだけでもその砂を排除してもらいたい。そうすることで、万

が一のときの災害を少しでも少なくできると思いますので、そのような予算をぜひとも

立てていただきたい、そのように思います。そうでなければ、とてもじゃないけれども

万が一のときの責任、私たち議員にも「何で言ってくれなかったんだ」ということにな

ってくると思います。町長、何とかこの満砂状態のところを少しでも排除できるように、

お考え直していただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 先ほども答弁をさせていただきましたけれども、実は一度若干の浚

渫させていただいて、直ちにもう埋まったという中で、私どもとしては越流が非常に心

配なのです。越流する、要するに越えるということなのです。その越えることを、まず

は一段目として防止をするようにトンパックを準備させていただき、直ちにそのトンパ

ックを使いながら越流を防ぐ。それからもう一つは、これからやっていかなきゃならな

い部分は、あそこは水抜きがもう全然使えない。これは、相当以前からそのような状況

であったと聞き及んでおります。その部分をまずこれからどうしていくかと、水抜きが

できるようなことをやっていく必要があるだろうということであります。 

  と同時に、今あの中丸ため池の利用方法、利活用をどうしていくかということを考え

させていただいております。その砂どまりにつきましては、これから課長に答弁してい

ただきますけれども、それより私としてはやはり砂だまりというよりはまずは水抜きを

どのようにきちんとしていくかということが大事だと。それから越流を、あのようなこ

とが起きた場合に越流が心配でございますので、越流がないような形でのトンパックの
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準備をしていきたいということで、総合的な対策を考えさせていただきたいという考え

方でございます。 

○委員長（菅原隆男） 今野建設水道課長。 

○建設水道課長（今野秀一） お答え申し上げます。 

  中丸公園の今後の対策につきましては、現在補正いただいた調査によりましてこれ

を進め、検討しているところでございますけれども、先ほど町長からございましたと

おり現在あるため池が農業用のため池だという部分も含めまして、今現在どのような

手法で整備をするか、あとは財源はということで検討させていただいているところで

ございます。また、あわせてため池についております底樋につきましても機能してい

ないというふうな部分でございますので、それについてもあわせて検討させていただ

いているところでございます。 

  また、上流部の砂の流出につきましては、これまでもお答えさせていただいてござ

いますけれども、県の西置賜河川砂防課にお話しをさせていただいてございまして、

上流部にございます砂防堰堤の浚渫をしていただいているところでございます。町で

も重要河川のパトロール、また砂防指定地でございますので県でもパトロールをして

ございますので、満砂状態になりましたらばその辺の砂だまりの確保につきましては、

町からも要望させていただきながら確保させていただきたいというところでございま

す。 

  また、陽光学園の南側になりますまだ未整備区間につきましては、県で一部崩落した

部分の復旧ということで今年度事業で進めてございますけれども、繰り越しをして事業

を進めるということを伺っているものでございます。その辺もあわせた部分で、上流部

の砂の流出対策を図っていただきたいということで、町でも要望させていただいている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 石川委員、同じ質問ですか。 

○10番（石川重二） 同じ質問かと言われましても、その満砂のところの手前の部分だけ

でも排除すべきじゃないですか。ダンプで運べるだけ、取れるだけ、全部取れとは言い

ません。そうすることによって、流れてきた砂が堤体の中でとまってその堤防を越えな

い。堤防を越えるとなれば大きな被害を及ぼすと思いますので、その手前の土砂の排除

を考えていただきたい。そうしなければ、万が一のとき大変なことになるということを

再度申し上げます。何とかしてください。 

○委員長（菅原隆男） 要望でいいですね。 

  質疑終結と認めます。 

  ここで、説明員交代のため暫時休憩いたします。 

              休 憩  （午前１０時５２分） 
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    ―――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午前１１時１０分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  次に進みます。 

  次に、教育委員会所管の審査を行います。 

  10款教育費について概要説明を求めます。菅原教育次長。 

○教育次長（菅原良教） それでは、教育委員会所管の平成29年度当初予算案の概要に

つきましてご説明を申し上げます。 

  予算書につきましては97ページから116ページ、10款教育費であります。当初予算

（案）の概要につきましては69ページから80ページになりますので、よろしくお願い

をいたします。 

  それでは、当初予算（案）の概要により説明をさせていただきます。まず初めに、

70ページをお開きいただきたいと思います。 

  最初に基本的方向でありますけれども、内容につきましては施政方針の内容とほぼ

重複をしてございますので、基本的な考え方についてのみ簡単にご説明をさせていた

だきたいと思います。平成29年度教育委員会といたしましては、白鷹町教育行政一般

方針に基づきまして、「まちづくり・地域づくりの基本は人づくり、人づくりの基本

は教育」を基底としまして、「学び、集い、笑顔かがやく白鷹人」の育成に向けまし

て諸施策を展開をしてまいります。 

  学校教育関係でありますけれども、「元気で信頼される郷土の学校づくり」といっ

たことを核としまして、２年目を迎えます荒砥小学校の大規模改修を初めとしまして、

学校教育の環境整備、そして特別支援教育、英語教育、ＩＣＴ教育等の充実、荒砥高

校、そして白鷹高等専修学校の支援の充実等に努めてまいります。 

  生涯学習、文化振興、生涯スポーツ関係では、「健康で創造性豊かな人づくり」と

いったことを核としまして、新たに策定をしました生涯学習振興計画の推進でありま

すとか、生涯学習・芸術文化活動の支援、総合型スポーツクラブの育成に加えまして、

平成29年度全国高校総体の女子ソフトボール競技大会の成功に向けまして取り組んで

まいるとさせていただいております。 

  次に、72ページから73ページの予算の体系と主な取り組みにつきましてでありますが、

こちらも教育行政一般方針の分野ごとに事業を体系化をさせていただいて取りまとめた

ものでございます。ごらんをいただければと思います。 

  続きまして、74ページをお開きいただきたいと思います。主要事業等一覧でございま

すが、新規・拡充事業を中心にご説明をさせていただきます。 

  １番の学校教育の充実におきましては、ナンバー４番、スクールバス購入事業であり

ますが、平成12年に町営バスとして導入いたしまして、平成21年度からスクールバスと
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して運行しているわけでございますけれども、大分さび等で老朽化してきているさくら

バスでございますが、これを更新していくというものでございます。 

  次にナンバー５番、荒砥小学校大規模改修事業についてでありますが、平成28年度に

引き続き校舎の外壁、体育館の屋根、プールサイドの改修といったものを行ってまいり

ますけれども、主な工事につきましては平成28年度の補正の明許繰越分で対応するもの

でございます。備品購入でありますとか技術専門員の賃金等について、平成29年度の当

初予算のほうに計上させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  ナンバー６番鮎貝小学校の駐車場整備事業でありますけれども、鮎貝保育園の跡地に

つきまして既存建物の解体を行い、そして鮎貝小学校の駐車場ということで整備をして

まいるものでございます。学校もそうですけれども、鮎貝コミュニティセンターなども

近隣にありまして、行事等の際の駐車場の利便性向上を目指すというものでございます。 

  下の段のナンバー１学校スキー事業リフト代の無料化でありますが、白鷹スキー場で

これまで２回目以降につきましては減免という形ではありましたが、１授業当たり１人

300円で有料とさせていただいておりましたが、これを無料にさせていただきまして、

保護者負担の軽減を図るものでございます。 

  次に、75ページをごらんいただきたいと思います。 

  ナンバー５番の英語指導助手（ＡＬＴ）設置事業でありますけれども、今後英語教育

の早期化、充実が図られるということがございまして、それらに対応するためにＡＬＴ

を１名増員をしまして２名体制としまして、小中学校の英語学習の充実と英語に触れる

機会の増加を図るといったものでございます。 

  ナンバー７番学校給食費支援事業についてでありますが、給食費の実質的な値上げと

いったものは10年以上も行っていないということでございまして、パン、そして牛乳等

の値上がりによりまして副食費と言われるおかず代でありますが、それにどうしても無

理がかかっているという状況でございます。子育て支援、そして保護者の経済的負担の

軽減を目的としまして、給食費を値上げするのではなく補助金により給食内容の質の維

持向上を目指すものでございます。 

  ナンバー８番１学級１新聞事業でありますが、小学５年生から中学３年生の全学級に

新聞を購入、配置いたしまして、児童生徒が新聞に親しみ、そして学習に活用できる環

境を整備するということで、ほかの地域の活動を知る機会の確保でありますとか、また

郷土愛の醸成等を図っていくものでございます。 

  ナンバー９番のＩＣＴ教育環境整備推進事業でございますが、平成28年度に県単補助

を受けまして、６月議会で補正をいただきながらこれまで対応してまいりました。その

結果、蚕桑小学校・鮎貝小学校には既に導入をさせていただいたところでございますけ

れども、引き続き平成29年度荒砥小学校と東根小学校にそれぞれタブレットを８台、コ

ントロール用のパソコンを２台、あとプロジェクターを２台ということで、県の補助事
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業は２年目はなかなか難しかったということもございまして、単独事業ということでリ

ースにより整備を図っていくというものでございます。 

  次に、11番の校務用パソコン・校務支援システム整備事業でありますけれども、現在

の校務用パソコンにつきましては平成21年度に導入をいたしまして、老朽化をしている

状況でございますが、その白鷹中の校務用パソコンを更新していくことにあわせまして、

教職員全員が必要な情報を共有いたしましてきめ細かな指導ができるように、校務支援

システムを白鷹中に導入をしていくというものでございます。これによりまして、事務

負担を幾らかでも軽減をすることで、教職員が生徒と向き合う時間を幾らかでも確保し

て、教育の質の向上に努めてまいりたいと考えているものでございます。 

  76ページをお開きいただきたいと思います。 

  ナンバー14の調理場備品更新事業でありますけれども、こちらにつきましては経年劣

化により老朽化をしておりますスチームコンベクション、大型のオーブンでありますけ

れども、それの更新を行うものでございます。 

  その下の段のナンバー１番白鷹高等専修学校支援事業でございますが、置賜の各市町

のご協力などもいただきながら、引き続き学校経営の支援を行っていきたいということ

でありますけれども、あわせまして施設整備として学校の教室の天井が高いことから、

それを低い位置に天井をつくりまして断熱化を図るといったような改修工事に対して、

半額の助成をしていくものでございます。 

  78ページをお開きいただきたいと思います。 

  ３番の芸術文化の振興になりますけれども、下の段のナンバー２番芳賀秀次郎賞事業

でございますが、平成27年度に芳賀秀次郎生誕100年記念事業ということで開催されま

してから３年目となりますけれども、町内の小中高校生を対象に詩作コンクールの開催

を支援するために主催団体に補助金を交付をいたしまして、子供たちの豊かな感性を育

てていくものでございます。 

  その下のナンバー３、絵画修復事業でありますけれども、寄贈いただいております梅

津五郎画伯の絵画120作品ほどありますけれども、その中から劣化によりまして修復が

必要となっている日展入選作品等２作品を、委託により修復をする事業でございます。 

  次に、79ページをごらんをいただきたいと思います。 

  ナンバー３番観音寺観音堂整備事業でありますが、観音寺を事業主体として観音寺

観音堂の屋根の全面葺き替え工事を実施をするものでございます。またあわせまして、

老朽化をしております消防防災の設備を更新整備するものでございます。 

  下の段のナンバー２でありますけれども、図書館司書設置増員事業でありますけれ

ども、まちづくり複合施設の整備がいよいよ始まるわけでありますが、それにより新

しく建設をされます図書館の運営等の検討とあわせまして、各小中学校の図書館の蔵

書の整理等を行うことも含めまして、図書館司書を１名増員し２名体制とするもので
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ございます。 

  その下の３番目でありますが、新図書館蔵書充実事業でありますけれども、平成27

年度に新図書館のためにと500万円ほどご寄附をいただきまして、それを公共施設整備

費に積み立ててございます。その一部200万円を活用いたしまして、新図書館のために

蔵書の充実を図っていくものでございます。 

  80ページをお開きいただきたいと思います。 

  ４番の生涯スポーツの推進でありますけれども、ナンバー４番若鮎マラソンコース

公認更新事業でありますけれども、日本陸上競技連盟の公認コースということでこれ

まで認定を受けておりましたハーフマラソンコース等について、５年に１度の公認の

更新手続をしなければならないということで、それを実施するものでございます。更

新手数料等が主な経費となってございます。 

  下の段のナンバー２番でありますが、平成29年度全国高等学校総合体育大会開催委

託事業でありますけれども、女子ソフトボール競技大会の成功に向けまして開催準備、

そしてリハーサル大会の開催、大会運営支援などを、高体連そして実行委員会ととも

に進めていくものでございます。全国からお出でいただく選手の皆さんが気持ちよく

プレーできるよう、また応援に来られた皆様にも喜んでいただけるように対応してま

いりたいと考えているものでございます。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。質疑を行います。２番渡部委員。 

○２番（渡部善美） 概要書の74ページお願いします。 

  スクールバスのコース設定はどのようになっているのでしょうか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（菅原隆男） 梅津係長。 

○係長（梅津友宏） お答えいたします。 

  スクールバスのルートの設定につきましては、最近でありますと小学校の統合、中

学校の統合にあわせまして、平成26年度にスクールバス５台を購入させていただきま

した。そのルートや時刻につきましては教育委員会、あと学校との調整により設定し

た経緯がございます。そのときに、教育委員会のほうで原案を作成いたしまして、関

係する学校、あとそれぞれの統合準備委員会と協議、調整を重ねまして、ルートと時

刻を設定した経緯がございます。おおむね町内に１カ所程度の停留所を基本に設定を

いたしております。停留所を設定する際には、その土地が個人の方のものであれば個

人の方に了承を得て、そこを使わせていただくというようなことで設定をさせていた

だいております。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 渡部委員。 
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○２番（渡部善美） 今までのコース設定の中での問題点について、何かあったら教え

てほしいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 梅津係長。 

○係長（梅津友宏） これまで２年間運行してくる中で、さまざまな課題等のご連絡はい

ただいたりしております。そのルート設定後に、学校からルートやバス停の変更の要望

があった場合につきましては、通学する児童生徒の安全確保の面などを教育委員会事務

局において検討いたしまして、変更すべきと判断した箇所については変更しております。

ただし、停留所の変更を行う場合は、近くなる児童生徒、あとは遠くなる児童生徒もい

らっしゃいますので、そのあたりを考慮しながら慎重な判断が必要だと考えております。 

  なお、統合関連のバスルートではありませんけれども、平成29年度に黒鴨地区から新

１年生が登校することになります。現在停留所がないために、先６年間ほどを見通しま

して新たにバスの停留所を設定するというような考え方もありますので、そういったこ

とを考慮しながら変更を考えております。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 渡部委員。 

○２番（渡部善美） 時間より早く行ってしまうという話も聞こえてきましたので、ど

のような対応を考えているかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 梅津係長。 

○係長（梅津友宏） 時間に児童生徒の皆さんが行ったけれども、バスに置いて行かれ

たというお話頂戴していまして、中学校と確認をさせていただきましたけれども、ち

ょっと中学校のほうでは把握をしているという状況ではございませんでした。そのあ

たりにつきましては、個々の申し出をいただいた後にいろいろ対応を図ってまいりた

いと思います。それで、特に土曜日の部活便などにつきましては、バス停留所を各分

館などに設定をいたしまして走っていただいているわけですけれども、そういった部

分の時刻の周知ですとかルートの設定につきましては、改めて児童生徒の皆さんに周

知をさせていただきたいと考えておりますけれども、また運行業者にもお願いをした

いと思っております。 

  ただ、交通安全の面につきましても、余裕を持ってバス停に子供たちが行っていた

だけるような学校からの指導ということも、あわせてお願いしたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 渡部委員。 

○２番（渡部善美） 74ページの下の段の一番下なんですけれども、中学校での不登校

は何人いるのかお伺いいたしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 新野補佐。 

○次長補佐（新野文俊） お答えいたします。 
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  中学校におきましては13名、不登校となっております。以上です。 

○委員長（菅原隆男） 渡部委員。 

○２番（渡部善美） 原因の中に、適応障害やいじめが原因でないかをお伺いいたしま

す。 

○委員長（菅原隆男） 新野補佐。 

○次長補佐（新野文俊） 不登校の原因につきましては、これと１つに決めるのは大変

難しいかなと思います。さまざま家庭での問題、それから学校においてはいじめ以外

の人間関係について不安を持っている、そういう子供さんの不登校が多いなと感じて

おります。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 渡部委員。 

○２番（渡部善美） これからの対応での、情報公開の考え方をお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 菅原次長。 

○教育次長（菅原良教） これからということでございますけれども、私ども不登校の

状況等につきましては、監査時点でも監査委員にもきちんと人数等も状況も含めまし

て報告等させていただいている状況でございますので、公表といってもその程度かな

と考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） ５番、小口委員。 

○５番（小口尚司） 概要書の75ページ、１学級１新聞事業についてお伺いします。 

  きょうの山形新聞にも記事として掲載されていましたけれども、この事業について

はこの事業概要そのものかと思います。実際この新聞が各学級に配付なされて、具体

的にどういう場面で活用していくのか、この事業そのものの目的等も含めまして、教

育に対するお考え等も含めまして、教育長よりお考えがあればお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 実は、この事業の一番大切なことは、まず文字を読んでいただき

たいという考え方で、私どもでは取り組みたいと考えたということであります。と同

時に、いろいろな生徒さんたちが文集をつくったり、あるいは学校内のチラシをつく

ったりというときの基本的な考え方を、新聞を作成しているプロの方々から学ぶとい

うことで、自分たちの主張をきちんと文字にすることも大切なことであるということ

で、その読み方とか作成をするということを何としても学んでいただきたいというこ

とで、私としてはこの事業を展開させていただきたいということで、このたび事業と

して取り組んでいきたい。そして、予算も計上させていただいたということでござい

まして、きょうそれぞれ自治体で取り組むということについては、全て議会で決定さ

れたということでマスコミに掲載されておったということでありますので、ご理解を
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賜りたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 

○教育長（沼澤政幸） 町長の後でなかなか言いにくいところでございますけれども、お

答えをさせていただきたいと思います。 

  １学級１新聞は、郷土愛の醸成はもちろんのことでありますけれども、郷土のこと、

社会のことについて関心を持つ児童生徒になっていただきたいということ、あるいは読

解力を初めとした学力の向上、それから最近はタブレットやスマホの普及に伴い新聞を

紙ベースで講読していない家庭の増加や、紙媒体での文字離れの解消などを目的として

導入すると考えております。あと、町長が申し上げたようなことでございます。 

  活用例としては、次のようなことを考えているところでございます。５・６年生以

上、１つの学級に１部新聞が入ることになりますので、登校を終えた児童生徒が自由

に新聞を読んだり、休み時間に新聞を読んだりすることはもちろんでございますけれ

ども、朝の会で担任がきょうの新聞記事を紹介したり、あるいは順番で児童生徒が関

心を持った郷土に関する新聞記事を紹介したりし合うということは、先ほど述べまし

た導入目的にマッチするものであると考えております。また、社会科や国語の学習で

も、学習内容と関連した記事を紹介したりして、学習を深めることも可能でございま

す。 

  郷土紙を例に述べますと、コラムは「談話室」になるわけでございますけれども、

小学校５・６年生は少し難しいかもしれませんけれども、そのコラム「談話室」を１

週間続けて視写しただけでも、書くスピードを初めとした書く力、語彙力、あるいは

読解力が高まるという研究結果も出ているようでございます。よって、国語の時間や

朝学習の時間に一斉にコラム「談話室」を書写してみるなどという活用例も考えられ

るのかなと思っております。郷土紙だけあって、郷土に関する記載が多いことから、

郷土理解、郷土愛の醸成にもつながると考えております。また、朝学習の時間や国語

や社会の時間に、新聞を読んで感想を書いてみるなどという取り組みも、発展的には

考えられるのかなと思います。 

  ただいま１例を申し上げましたけれども、各学校、各担任、各教科担任に創意工夫

していただきながら、成果が出るようにしてまいりたいとも考えております。４月に

なりましたら、長井支局の支社長になろうかと思いますけれども、各学校で新聞の読

み方講座を開いていただく予定になっております。それらの講座を踏まえて、また各

学校でも先ほど申しましたように創意工夫していただきながら、取り組んでいただき

たいとも思っておりますし、教育委員会としましても「こういった活用例があるので

ないか」ということを提供してまいりたい思っておりますので、どうぞご理解をお願

いしたいと思います。 

  以上、お答えさせていただきます。 
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○委員長（菅原隆男） 小口委員。 

○５番（小口尚司） たしか新聞か何かの本に出ていたかと思うのですけれども、毎日

新聞に目を通している子供の学力が、新聞を見ていない子供に対して学力が高い、学

力が向上しているというようなデータもあるようです。そういった意味からすれば、

こういった事業も非常に有効なのではないかなと思いますけれども、各学級に配付さ

れるということで、担任の先生の新聞に対する扱い方とか、教育に対する認識の仕方

がある程度共有されていないと、その辺も差が出てしまうのではないかなということ

も懸念されますけれども、その辺については今後の対応考えていることがあれば、お

聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 

○教育長（沼澤政幸） お答えをさせていただきたいと思います。 

  ただいま委員ご指摘いただきましたとおり、文部科学省が行った平成27年度の全国

学力学習状況調査の集計結果を見ますと、ほぼ毎日新聞を読んでいる児童の方が、ほ

とんどまたは全く読まない児童より正答率が高かったという結果が出ております。こ

の結果を、委員がお読みになられたのかなと思っております。そういったこともあり

ますので、新聞を毎日読むことによって、学力向上にも間違いなくつながるのではな

いかなとも思っているところでございます。ただ、一概にも言えない面もあるのかな

と思っております。 

  ２つ目でありますけれども、やはり先ほど委員おっしゃられたとおり、担任あるい

は教科担任、あるいは各学校によっていろいろ取り組みの温度差が出るということも

考えられますので、先ほど申しましたとおり新聞の読み方講座を踏まえまして、教育

委員会としても先ほど申し上げましたような活用例を校長会、あるいは教頭会で提案

させていただきながら、せっかく64万円も使うわけでございますので、成果が出るよ

うにしてまいりたいと思っております。どうぞご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ３番、笹原委員。 

○３番（笹原俊一） ただいまの１学級１新聞の件に関して、私もちょっとお聞きをし

たいことがございます。 

  新聞には、それぞれ思想というものもありまして、社説などを見ますと新聞によっ

て全然真逆のことを主張している部分がございます。郷土のことを学ぶという意味で

は、地元の新聞となるかと思いますけれども、当然新聞の中には大人が見る記事が中

心ですし、この間も表紙に白鷹町の小学校の明るい笑顔の写真の隣に、北朝鮮の今話

題になっている問題が載ったということがございまして、本当に「清濁あわせ持つ」

といいますか、そういう状態だなと思います。中には、下のほうに週刊誌のちょっと

子供には見せたくないような広告も、当然載っているわけでございますので、新聞の

中にも子供向けの新聞というのもございますので、その辺のところの配慮といいます
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か、どのようにされるのかなと今質問をお聞きしながら、答えをお聞きしながら感じ

たものですから、お聞きしたいなと思います。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 

○教育長（沼澤政幸） お答えをさせていただきます。 

  大変私事になって恐縮でございますけれども、私この職につかせていただくまで、

郷土紙を講読したことございませんでした。昨年の４月から、初めて全国紙のほかに

郷土紙を購読させていただいておりますけれども、今ではやはり一番最初に目を通す

のはやっぱり郷土紙でございます。やっぱり郷土紙・全国紙にはそれぞれ特徴がござ

いまして、本当にいいところも悪いところも当然あるわけでございます。ただ、やっ

ぱり一番大きな狙いは郷土愛の醸成ということを考えたときに、やはり郷土紙しかな

いのかなと私は思っております。 

  加えて、あと子供新聞等も正直ございますけれども、今の段階ではそういった方向

は教育委員会としては考えていなくて、郷土紙１紙ということに、先ほど申しました

ような状況から考えているところでございます。 

  あと、やはり教育委員会でも毎週火曜日に週刊誌のコマーシャルが載ることを、ど

のようにしたらいいのか話しをしましたけれども、やはりそこを切って児童生徒に配

付するとか、そういったことをしないで、そのままやっぱり新聞、世の中というのは

そういう一面もあることをわかってもらうのも大事なのではないかなということで、

そこへの対応等は今のところ一切考えておりません。近隣の長井市では、１月から１

学級１新聞に取り組んでいるようでございますけれども、長井市も同じようにそのま

ま講読してもらっていると伺っているところでございますので、そういった配慮は今

の段階では考えていない状況でございます。 

  以上お答えさせていただきます。 

○委員長（菅原隆男） 笹原委員。 

○３番（笹原俊一） ５、６年生以上の学級へということでございますけれども、大分

大人になってからだと思いますが、本当に子供たちにとってみたら先生方の言うこと

は100％信じて育つわけでございますので、ぜひこういうような事業に取り組む際も本

当に先生方でしっかりと、まずその記事のどういうことを伝えるかということも本当

に先ほどあったようにぜひ子供にわかりやすく伝えるように、また子供がいろいろな

誤解を生まないようにとか、本当に郷土のことが好きになるような工夫をしていただ

いて取り組んでいただきたいなと思います。 

  新聞に関しては以上でございますけれども、私の質問で次に概要書の75ページ、事

業ナンバー３の学校生活支援員配置事業に関してでございます。この事業は、本当に

忙しい現場の先生方からは大変に助かるというお話があるようでございますし、本当

にありがたい事業だなと思います。実施しての具体的な成果、効果などはお聞きにな
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っていらっしゃるでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 梅津係長。 

○係長（梅津友宏） お答えさせていただきます。 

  学校生活支援員につきましては、ただいま委員からもありましたとおり、町内の小

中学校におきまして特別な支援を要する児童生徒に対しましての早期の対応、指導の

充実を図るために配置しております。学力の向上はもちろんですけれども、充実した

学校生活を送っていただくということを念頭におきましての配置も考えておるところ

でございます。授業全体の補助を行ったり、個別の指導を行ったりということでして

いただいております。 

  各学校からは、やはりこの配置によりまして個別の児童生徒に対しての指導ができ

るということや、あとはやはり児童生徒によってなかなか覚えにくい子供たちもいら

っしゃるということもありますので、その習熟度に応じた指導ができるということで

非常に高い評価を得ているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 大切な子供たちでございますので、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

  続きまして、ナンバー５の英語指導助手（ＡＬＴ）設置事業に関してでございます

けれども、このたび本当に増員を図られるようでございます。これから、小学校でも

英語が教科化される流れの中で、大変意義のあることであると思います。国の方針と

しては、2020年（平成32年）からの完全実施のようでございますけれども、町として

はこの小学校の英語教育の教科化、いつから始められる予定ですか。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 

○教育長（沼澤政幸） お答えをさせていただきます。 

  平成32年度の完全実施に向けて、平成30年度から全校実施していく方向でただいま

考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 本当に小学校の先生は、担任１人でいろいろな教科を受け持って

いらっしゃいます。本当にいろいろな負担も大きいかと思いますので、ぜひしっかり

とご準備をされて臨んでいただければなと思います。なかなか国としての方針ですの

で、難しいところもあると思いますけれども、本当にこれから大事になる外国語、英

語の教育でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  本当に学校の現場では大変なご苦労があるようでございますが、町としてどのよう

な支援ができると考えていらっしゃるでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 



 - １３０ - 

○教育長（沼澤政幸） お答えをさせていただきます。 

  ご心配をいただきまして、ありがとうございます。平成20年度改訂の学習指導要領

から、５、６年生の外国語活動が完全実施になっております、１時間なわけですけれ

ども。したがいまして、各学校では約10年近く外国語活動に取り組んできました。よ

って、指導法等については十分学んでいると考えられます。ただ、時間が２時間にな

りますし、新たなことが出てきましたので、やっぱり新たなことが出たり時間がふえ

るというようなことは、学校現場にとっては大変なことかなとも思っております。 

  ５・６年生の70時間については、その半分の35時間をこれまでと同様にＡＬＴと45

分、単位時間で１時間を授業で行うという方法があるのかなと思います。残りの１時

間については、英語についてはやっぱり毎日するのが望ましいと思いますので、モジ

ュールといいますけれども、45分を15分ずつ３回に分けて朝学習などの時間に取り組

んでそれで45分実施して、合計週２時間実施したということなども考えられるのかな

と思っております。この辺については、やっぱり各学校のカリキュラムマネジメント

ということがとても大事になってくるのではないかなと思っております。 

  先ほど申しましたように、新たに入ってくる時数がふえるというようなことでござ

いますので、やはり大変なことはあろうかと思いますけれども、この辺については国

も大変配慮していただいておりまして、このようなことを今国では言っているようで

ございます。小学校における外国語教育の導入に当たっては、先行して教材を準備す

ることや、高学年を担当する現職教員の専門性を高めるための認定講習などを行う。

あるいは、外部人材の活用支援なども含めて指導者の確保等をあわせて実施し、平成

32年度から円滑に実施できるように計画的に準備するとか、あるいは教科化に対応し

た教材を開発して、平成30年度には先行して活用できるようにする方向であるとか、

あるいは平成29年度から学習指導要領改訂を踏まえた校内研修を促進するため、研修

用資料・新教材について早期の段階から教育委員会を通して周知する。あるいは、県

レベルでは山形県教育センターの研修講座で、小学校外国語教育の早期化・教科化に

向けて新学習指導要領に対応した授業づくりについての理解を深めるとともに、県内

の外国語教育拠点校・先進校の実施から学ぶといった講座等を開くことも計画されて

いるようでございますので、町教育委員会としてはこういった国あるいは県の動きを

しっかりと踏まえて対応をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 今のお話ですと、平成30年度に前倒しをしても教材とかにも困ら

ない、大丈夫だというお話でしたので、よろしくお願いいたします。時間がふえるだ

けでなくて、本当に教科化になるということで、成績もつくということでございます

ので、子供たちが今まで10年間楽しかった英語が、成績がつくことできらいになった



 - １３１ - 

ということのないように、ぜひお願いをしたいなと思います。 

  続いて、ナンバー11の校務用パソコン・校務支援システム整備事業に関してでござ

います。先生方の労働時間は大変多くて、相当なものがあると思います。本当に今話

題の働き方改革とかにもつながってくると思うのですけれども、町内のある小学校で

は時間外が月平均50時間、多いところでは80時間にもなるというお話もお聞きしたと

ころでございます。まして中学校は部活動もあり、小学校よりもさらに勤務時間が多

いなと思いますけれども、今回のこのシステム整備事業によってその労働時間を軽減

するものになるというような、先ほど基本的方向でもお話しをいただきましたけれど

も、実際にそのような内容になるのかどうか、もう一度その辺のところ教えてほしい

と思います。 

○委員長（菅原隆男） 梅津係長。 

○係長（梅津友宏） お答えいたします。 

  町内の小中学校におきましては、手書きや汎用の表計算ソフトによって校務を処理

してございます。この処理方法につきましては、同じ情報を何度も記入するといった

手間がかかり、それだけでなくミスも起きがちでございます。お隣の長井市におきま

しては、既に全小中学校に校務支援システムが導入されておりまして、教職員の皆さ

んからは大変好評を得ていると聞いております。校務支援システムを整備することに

よりまして、情報の共有とあとは再活用ですね、それによって効率化と高度化を図っ

て教職員の負担を少しでも軽減しながら子供と向き合う時間を確保して、教育の質の

向上に努めたいという考えのもとに進めているところでございます。 

  具体的には、機能も含めたものになりますけれども、この校務支援システムででき

ることに関しましては成績の入力支援、通知表の印刷、出欠状況の把握、学習履歴の

把握、生徒指導情報の共有などでございます。具体的に学籍管理ということで、名簿

情報を一元的に管理するということや、出欠管理ということで遅刻・欠席・早退の情

報とその理由を一元的に登録、共有できるということで、自動的に学校全体の状況を

集計できるというシステムでございます。 

  また成績管理におきましても、テストの得点や補助簿の評価を登録できるというこ

とから自動的に集計され、テスト結果や表やグラフにあらわすことができます。また

通知表、指導要録の作成の機能でございますが、システムに登録されている出席・欠

席の情報や成績情報を二次利用いたしまして、通知表・指導要録を作成できるという

ものでございます。その他時数管理等もできますので、先生方それぞれの情報共有に

は役立っていくのかなと思われます。 

  また、今申し上げた機能を活用することによりまして、大幅な時間削減ということ

にはつながるものと考えております。それによりまして、より子供たちを見る時間が

ふえるということにもなりますので、こういったことで先生方の負担軽減にもつなが
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っていくものと考えております。 

○委員長（菅原隆男） 笹原委員。 

○３番（笹原俊一） 情報共有が図られるということで、子供にとったらどの先生も自

分のことをわかってくれているというところが、本当に力になると思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  この学校教育現場のＩＣＴ化は、多忙をきわめる先生方の負担軽減に大きな力にな

ります。ぜひ成果を検証されて、いずれ小学校にも導入をお考えいただきたいと思い

ますけれども、その辺のところはいかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） まずは中学校に導入をさせていただき、その効果をしっかり検証

させていただいた上で、小学校への導入ということなども配慮していきたいと思いま

す。 

○委員長（菅原隆男） 笹原委員。 

○３番（笹原俊一） わかりました。ありがとうございます。 

  最後に、79ページの新図書館蔵書充実事業に関して１点だけお聞きをしたいと思い

ます。これは、新図書館の蔵書の充実を図りますというお話でございますけれども、

町内の方から寄贈したいという申し出が仮にあったとしましたらば、その対応はどの

ような形になるのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤係長。 

○係長（齋藤久美子） 寄贈の申し出につきましては、今も時々あるんでございますけれ

ども、何でもいいというわけではございません。申し込みをいただいた時点で、図書館

の司書の方とその方の家を訪問するなりして、その品物を確認させていただいておりま

す。その劣化状況なり内容なりを検討して、図書館において十分利用できるというもの

についてだけ受け入れさせていただいておりますので、大分今までもお断りしてきた部

分もございましたので、全て受け入れることはできませんが、その都度現物を確認して

判断させていただいております。 

○委員長（菅原隆男） 審査の途中ですが、ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開

を１時15分といたします。 

              休 憩  （午前１１時５８分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後 １時１５分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し、再開いたします。 

  教育委員会所管の質疑を続行いたします。４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 75ページの９番ＩＣＴ教育環境整備推進事業についてお伺いいた

します。 
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  これは、今年度蚕桑小学校と鮎貝小学校にタブレット端末を購入したわけであります

が、来年度はこれをリースという形で荒砥小学校と東根小学校になっておりますが、リ

ースになったという理由についてお伺いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 梅津係長。 

○係長（梅津友宏） お答えいたします。 

  委員おっしゃるとおり、平成28年度につきましては蚕桑小学校と鮎貝小学校の２校を、

購入という形で備品費で対応させていただきました。こちらにつきましては、平成28年

度から県で始まっております市町村ＩＣＴ教育の環境整備をする際に県の補助制度を創

設いたしまして、当町の予算も補正対応していただきましたけれども、そのような対応

で行っていくというとで、単年度の補助金を得ての整備でございました。こちらにつき

ましては、先ほど概要の中でも次長が申し上げましたとおり、平成28年度でこの補助に

つきましては１つの市町村につき１年度限りということが県から示されておりますので、

平成29年度につきましてはこちらの県の補助を受けることなく、町単費で整備させてい

ただくという計画を立てておるところでございます。こちらにつきましては補助金がご

ざいませんので、費用負担の町の負担の平準化を図る意味合いで、５年間のリース契約

ということで考えております。平成28年度との違いにつきましては、今申し上げたとお

りということになります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 先に２校に既に配備になったのかと思いますが、台数としては８

台ということでそんなに多い台数、１人１台回るような台数ではないわけでありますが、

この授業に関してはもう既に２校では授業を進められておるのか、それとも平成29年度

からタブレットを使った授業が始まるのか。始まっているのか、もしくはいつごろから

開始するのか、その辺お聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 梅津係長。 

○係長（梅津友宏） お答えいたします。 

  ただいま申し上げました蚕桑小学校と鮎貝小学校の導入に関しましては、具体的な使

用法や学校現場の声などを把握した上での整備を検討していたものですから、実際の導

入は３学期に入ってからとなりました。その後、各先生方に対しての研修会を開催して

おります。それですので、経過からいえば平成29年度からの授業での具体的な使用とい

うことになりますが、その研修会の際に先生方の反応を聞かせていただいたのですけれ

ども、タブレットに関してはとても使いやすいと。あとは、すぐに活用したいという意

見がとても多くございまして、授業での効果的な活用が見込めると考えております。そ

れで、平成29年度に入りましたら、すぐにでも授業での活用がなされるのかなと考えて

おります。 

  また、残りの２校ということで平成29年度の２校に関しましては、できるだけ早い導
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入を考えておりますので、予定といたしましては８月ということで、２学期からの授業

での導入が図られればと考えておりますので、実質的に最初の２校と残りの２校に関し

ましては、平成29年度ほぼ同時に活用できるのかなと考えております。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 当町にとっては初めての取り組みでありますので、先生方の研修

等重ねられまして、各学校ごとでその内容が違ったり、格差が生じないような方向で進

めていただきたいと思います。 

  続きまして、79ページの３番新図書館蔵書充実事業について、先ほどの笹原議員に続

きお伺いいたします。500万円のご寄附をいただいた中から、今年度200万円を活用する

ということでありますが、残りの300万円につきましては今後どのような対応をされて

いくのか、お伺いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤係長。 

○係長（齋藤久美子） お答えいたします。 

  残りの300万円につきましては、その翌年の平成30年度で使わせていただきたいなと

考えております。２カ年に分けてそろえる結果になりましたのは、１年間で500万円分

そろえるとなりますと、発注業務やら受け入れ業務、ただ購入して並べるというだけで

はなく、機械に入力をしたりとか、そういうさまざまな手間が生じますので、１年間の

作業では無理ということで、２年間を費やして購入した後に新図書館のオープンにあわ

せて全てそろえたいと考えているところです。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） それをお聞きして、安心いたしました。 

  図書購入でありますが、（どういったような図書を購入するかといったような）具体

的なと申しますか、どういったような図書を購入するかという計画などは、既に考えら

れているのかお聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤係長。 

○係長（齋藤久美子） お答え申し上げます。 

  具体的なことはまだこれからなのですけれども、例えば百科事典の類いとか、図鑑の

類いとか、あと歴史資料、郷土資料とか、または子供に関するものということで、ある

程度のテーマを持って書籍を選んでいきたいと考えております。この機会に、日ごろは

購入できないような高価なセット物なども選べるのかなと考えております。書籍の選定

に当たりましては、館長と図書館の司書を中心に行っていただきまして、寄附をいただ

いた方に「このようなことで」と見ていただきながら、そろえていきたいと考えており

ます。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） これからであるということでありますと、例えば町民の方々もし
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くは小中学校などに「どんな本が欲しいか」という希望をとるなり、町民の方々からの

ご意見なども取り入れていただくような機会があればよろしいかなと思いますので、そ

の辺ご提案方々お話しさせていただきました。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） ほかにございませんか。９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 概要書80ページ、白鷹町総合型地域スポーツクラブ育成支援事業に

ついての中の「町内全地区で実施する介護支援事業も受託し、登録指導者の協力を得な

がら活動します」、ここについて具体的な内容の説明を求めます。 

○委員長（菅原隆男） 芳賀補佐。 

○次長補佐（芳賀和則） お答え申し上げます。 

  介護予防事業につきましては、今年度２地区について既に受託し、教室を行ってお

ります。新年度につきましては、全地区につきまして月３回から４回の介護予防事業

を受託し、予防・運動などの指導を行うものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 受託となれば、それなりの報酬といいますか費用といいますか料金

といいますか、そこら辺も発生するのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 芳賀補佐。 

○次長補佐（芳賀和則） お答え申し上げます。 

  こちらにつきましては、健康福祉課からの介護予防事業の受託費、それから参加者か

らの参加経費などをいただきながら運営するものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これ、基本的には何を目的に受託なさったのか。運動かなとは思う

のですが、非常に高齢者の方個人、個人の簡単に言いますと体の状況に合わせた運動な

りをしていかないと、ここに来てかえって骨折したなどということになってしまいます

と、非常に大変なことが起きると。特に高齢者の方は、骨折が原因で寝たきりというの

が非常に多いというデータもありますので、そこら辺を踏まえますとこのクラブ職員２

名雇用して、この中で資格のある方を雇用するということなのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 芳賀補佐。 

○次長補佐（芳賀和則） お答え申し上げます。 

  クラブの職員及び委託の外部の指導者などもお願いしながら、行っていくものでござ

います。特に、介護予防の資格を所持するというものではございませんが、指導のため

の研修などを受けて、当然事故には十分配慮しながら行っていくものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 今、地域包括ケアのほうが叫ばれて、これから進むわけですけれど

も、そこら辺との連携も十分に考えた事業ということで理解していいのでしょうか。 
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○委員長（菅原隆男） 芳賀補佐。 

○次長補佐（芳賀和則） 当然ながら、地域包括支援センター及び介護予防事業と連携

をしながら、対象者の選定、それから内容などについては十分話しをしながら進めて

いくものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 地域包括ケアは、簡単に言いますとお年寄りの方といいますか高齢

者が元気で、時々副町長がおっしゃる「ピンピンコロリ」ということが目的ですので、

そこら辺も踏まえながらやっていただきたいと思います。 

  次に、74ページの渡部委員がおっしゃった不登校について、改めて私のほうもお聞き

したいと思います。中学校13名というお話しでしたが、小学生はいないということの理

解でいいのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 新野補佐。 

○次長補佐（新野文俊） 小学生につきましては３名、不登校ということで把握しており

ます。以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） いろいろ事情があって不登校というようなお話しでしたのですが、

この教育相談員に委託という事業概要の中で、13名と３名、全部で16名なのですが、こ

こら辺不登校がいつ登校してくるのかということが大事だと思うのですが、そこら辺実

績的には例えば半年ぐらいで登校してきたとか、そういういろいろなことがあると思う

のですが、そこら辺はどのような実態なのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 新野補佐。 

○次長補佐（新野文俊） 今年度につきましては、小学校の２年生の子供さんでなかなか

教室に入れないという子供さんを、教育相談員の方から適応指導教室ということで指導

していただいて改善が見られました。それから中学生に関しても、中学３年生なのです

が受験が近づいてきたということで、２学期の後半ぐらいから適応教室だけでなくて中

学校に行って、中学校の教室で学ぶというように改善していった例があります。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これ、全員が改善するというわけではないと思うのですが、私あえ

てこれを聞くというのは、将来の人生の中で不登校になった子供たちが将来大きくなっ

たときも、どうしても社会に適応できない状況が多く見られるのですね。そこら辺考え

ますと、この段階で社会に適応できるような指導といいますか、ここが大事かなと。

「無理して学校に来なさい」とは言えないのですが、将来的な社会人としての問題の中

で、どうしてもこの不登校を経験した子供たちが社会でもそのような状況が多々あると

いうこともあるのですが、そこら辺も踏まえた場合にどういうお考えで、これから先解
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決策をとっていくのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 新野補佐。 

○次長補佐（新野文俊） お答えします。 

  小学生につきましては、中学校に進学するに当たって改善すればなという強い願いが

あります。中学生に関しては、やはり高校進学ということがありますので、そこに向か

って改善していけばなということもあります。教育相談員の方から適応指導教室で教え

ていただいているのは、学習のみではなくて例えばお家の方、保護者の方にも来ていた

だいて、生活する上で大切なこと、子供へのしつけで大切なことなどというところも、

保護者向けに指導していただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） この問題の中で、76ページの高等専修学校もありますが、ここへ入

ってそういう子供が社会に適応できたという事例もあるようですけれども、そうなって

きますとこの高等専修学校とこの不登校問題、非常に大事な連携した形が必要かなと思

うのですが。これ非常に大事なことなんで、教育長さんに少し不登校について見解をお

聞きしたいのですが、いかがですか。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 

○教育長（沼澤政幸） お答えをさせていただきます。 

  まず最初に、不登校生徒の定義といいますか捉え方でございますけれども、委員の皆

様既にご承知だと思いますけれども、４月から30日欠席した段階で不登校生徒という捉

え方をしております。先ほど中学校で13名というお話がありましたけれども、その13名

の中ではさっき新野補佐が申しましたとおり、進路決定が近づくにつれて登校できるよ

うになったという生徒もおります。具体的に申し上げますと、13名のうち６名が中学３

年生なんですけれども、既にその６名のうちの２名が進路が決定いたしました。そのう

ちの１名が、先ほど委員が申された白鷹高等専修学校ということで、大変前校長として

も喜んでいるところでございます。 

  残りの４名につきましては、合格発表がまだでございますので、その合格発表待ちの

生徒、それから通信制のほうを希望するということでありますので、これから願書を提

出する生徒という内容になりますけれども。したがいまして、６名のうち２名は決まり

ましたし、残りの４名につきましても新たな進路に向かって恐らく引きこもるというこ

となどもなく、頑張ってもらえるのかなと思って期待をしているところでございます。 

  不登校傾向の生徒につきましては、やはり午前中に新野補佐が申し上げましたとおり、

本当になかなか原因がわからなくて学校も我々も非常に苦慮しているところでございま

すけれども、やっぱり生活支援員を配置していただいたり、あるいはスクールカウンセ

ラーの先生に２人お出でいただいてお世話になったりしながら、何とかして引きこもる
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という恐れを少しでも少なくしてまいりたいなと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 学校は中学校までということだと思いますが、この生涯学習という

ことも計画の中にあるわけですので、非常に社会へ行きますと若い人が職場になじめな

くて、会社をやめて引きこもっているというような方も多々白鷹町の中にもいるという

ことを踏まえますと、学校に来て、また進学したからいいというような状況でもないの

かなと。長い目で見た場合に、白鷹町のためにも若い人がきちっとした形で人生を設計

できるというような形になるのが一番いいのかなと思うので、そこら辺も踏まえた場合

進学したからいいという形でなくまずはその原因等、いろいろな精神的な問題もあると

思いますが、やっぱり精神的に強い子供をつくるということも、一つの教育の方針の中

にあってもいいのかなと思うのですが、そこら辺いかがでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 沼澤教育長。 

○教育長（沼澤政幸） 委員おっしゃるとおり、進学したからいいというものではない

ということ、もちろん私もそうだと思います。が、私中学校の教員を37年間、おとと

しまで勤めてまいりましたけれども、つい最近は高校卒業の資格がないとなかなか就

職口が見つからないという実態でございまして、私校長としても最後の年は１名就職

希望者がおったのですけれども、ハローワークさんにお願いをして探していただいた

んですけれども、結局高卒以上ということが絡んできまして、ハローワークでも見つ

けていただくことができませんで、結局自分の家で働くことになってしまいました。

委員さんおっしゃるとおり高校に進めばいいというものでもないかもしれませんけれ

ども、やっぱり将来的に働いて、そして税納入者になるという面では、高校卒業資格

を得るということが今の段階ではとても私は大事なのかなと、今までの中学校教員生

活から思っているところでございますので、その辺もご理解いただければなと思って

いるところでございます。 

  あと、私は学校はやっぱり学習をするところでありますから、学力の向上はもちろ

ん大事でありますけれども、それと同じぐらいの重要性と申しますかで、やっぱり人

とかかわることができたり、うまくコミュニケーションをとることであったり、ある

いはちょっとやそっとでへこたれないとか、そういった強い精神力、強い体力を持っ

た児童生徒を育成していかなければならないなと思っております。それに、できれば

やっぱり学力が高ければそれにこしたことはないと思っておりますので、本当に大事

な要素だなと思って、これからも学校教育行政に当たってまいりたいと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 10番、石川委員。 

○10番（石川重二） 概要書の80ページ、生涯スポーツの推進の中の２番目、その１スポ
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ーツ振興事業の中で質問させていただきますが、スポーツ少年団の活動が入っているか

と思うのですが、今スポーツ少年団は小中含めてそれぞれ幾つずつあるのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 芳賀補佐。 

○次長補佐（芳賀和則） お答え申し上げます。 

  スポーツ少年団につきましては、現在21団が活躍しております。なお、団員数につい

ては518人、２団加盟されている方もいますのでトータルでございますが、このような

人数で活動しており、県内でもトップクラスの加入率を誇っているものでございます。 

○委員長（菅原隆男） 石川委員。 

○10番（石川重二） 今の子供たちは、どちらかというとゲームをやったり体を動かさな

い子供が非常に多くなっておりまして、家でもほとんどそういう親たちも放っておいて

仕事に行ったりするのが非常に多いことが、健康な体になれない。何か前に子供たちの

血液検査をしたら、異常な健康状態になっている小中学生が四、五十％ずつ出ているよ

うな数字もお聞きしておりますが、何とかそういった点で地域活動をしながら伸び伸び

と運動をしていただくことで、健康問題もクリアしていくのではないかと思います。 

  そして、その指導に当たる地元の地域の方、学校の先生でなくて地域の方と学校の先

生でやっているのと、どのぐらいの人数おられますか。 

○委員長（菅原隆男） 芳賀補佐。 

○次長補佐（芳賀和則） お答え申し上げます。 

  スポーツ少年団の指導につきましては、ほとんどが地域のボランティア指導者の方で

ございます。 

○委員長（菅原隆男） 石川委員。 

○10番（石川重二） 私も、前に２つの団を10年ほどやりましたけれども、大事なのはス

ポーツ少年団は競技の中で一番になること、それから自分たちの遊びの段階で指導者に

なること、片づけが上手なこと、記録取りを上手にやってくれる人、みんなおりますの

で、団員をそれぞれ指導して仲良くなって明るくなるような、そういう面で指導者づく

りに思い切って力を尽くしていただきたい。そうしながら進めることによって、生涯ス

ポーツとして子供たちが伸びていくことになるのでないかと思いますが、そういった指

導面では何かやられておられますか。 

○委員長（菅原隆男） 芳賀補佐。 

○次長補佐（芳賀和則） それぞれのスポーツ少年団の指導につきましては、指導者の方

の方針などもございますので、こちらから直接指導するようなことはございませんけれ

ども、委員おっしゃるように競技力の向上はもちろんですが、団の中で役割を持つこと

によってほかの子供、また大人の人としっかりとコミュニケーションをとること、それ

から団体活動ということを学ぶこと、そういったことも非常に重要なスポーツ少年団の

役割であると考えております。 
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○委員長（菅原隆男） 石川委員。 

○10番（石川重二） 今ご回答いただきましたが、確かに白鷹町が団数で一番多い、そう

いうふうな数字で一安心したのですが。これからも伸び伸びとそういう活動ができるよ

うにさらなる努力をいただきまして、いわゆる糖尿病の予備軍みたいになる子供たちが

育たないように、ぜひ力を尽くしていただきたい。実際に、大人になって40代で「はっ

ぴーデイサービス」に行っておったりとかということで、認知症とかそれから起きたり

している問題もありますので、ぜひ子供のうちに健康づくりに取り組んでいただきなが

ら、地域の中でスポーツのできるような子供たちをぜひ数多く育てていただきたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） ８番、山田委員。 

○８番（山田 仁） 概要書の中では、学校教育の充実ということになるかと思いますけ

れども、この中では特に小学校の設備などが主にあるようでありますけれども、私は中

学校の関連でございまして、特に白鷹中学校の校庭でありますけれども、非常に水はけ

が悪いということで今までもずっと問題になっておったわけであります。そのために、

整備のために調査も行っておるということもお聞きしていますし、その状況なり今後の

考え方等についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菅原教育次長。 

○教育次長（菅原良教） お答えを申し上げます。 

  白鷹中学校のグラウンド改修ということで、委員からもお話がありましたとおり平成

27年度に一応調査をさせていただきまして、経費も２億円近くもかかるという概算費用

などもはじいている状況でございます。やはり財源についていろいろ研究、検討を重ね

ながら、これまで検討を進めてまいったところでありますが、正直なかなかいい財源が

確保できないというような状況でございます。一つには、例えばスポーツくじのＴＯＴ

Ｏの助成なども検討させていただいておりますが、例えば人口芝化みたいなものが入ら

ないとなかなか助成対象にならないとか、あとは学校教育関連での助成の部分ももらえ

るものはあるのですけれども、非常に補助額が少ないというふうな部分などもございま

して、財源をまず何とか確保していきたいなということで、研究なりを進めている状況

でございます。 

○委員長（菅原隆男） 山田委員。 

○８番（山田 仁） 白鷹中学校については、統合の前から本当に何とかしなくちゃなら

ないという要望が非常に強かったわけでありますし、統合になってからは野球部なりソ

フトボール、サッカー、陸上と非常に成績もよくなってきているという中で、非常にネ

ックになっているのがグラウンドだということであります。それと同時に、かなりの雨

なんか降りますと水が下に流れて、土手なんかもやられておるとか、いろいろ状況なん
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かも踏まえてこれは緊急を要するものと判断をしますけれども、その辺今回の予算には

ないわけですけれども、何かもう少し前向きな考え方の中で検討できないか。どうでし

ょうか。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） お答え申し上げます。 

  今山田委員からのご質問に対しましては、次長が回答したとおりでございます。その

緊急性を要するものにつきまして、例えば平成25年、平成26年の豪雨の際には確かに水

がどちらにもはけないということがあって、大変これは心配もしたわけでございますが、

その後につきましてはまだ土手が完全に修復しているということではないと、私も認識

はさせていただきます。やはり、かなり多額の費用が全面改修にはかかるということも

ありまして、財源を何とかしたいということで、そちらこちらに我々も何とか財源対応

したいということではおったわけでございますが、なかなかその財源を探し得ないとい

う部分がございます。 

  ただ、山田委員がおっしゃるような緊急性の高いと思われるような法面崩壊等々につ

いては、今後どのような対策が必要なのかは対応させていただきたいと思います。その

ようなことをしながら、やはり財源を探すということが私どもとしては一番大きな課題

だろうと思っておりますので、この辺についてはまずは法面をきちんとしてその後、ど

うやって水を回すかということを、受けて回すかということについても具体的な対応は

どうしたらいいのか、検討させていただきたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） 概要の78ページをお願いしたいと思います。 

  そこでの文化を介した交流という中で、３番の絵画の修繕事業ということがあります

が、これは本当に大事なことかなと思います。そんな中での劣化による修復ということ

でありますけれども、その２点の選定については説明の中にありましたが、日展に出品

されたものとなっておるようでありますけれども、劣化の基準とか、あるいはどなたが

どういう形で選定をしてくれたのかをちょっと伺います。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤係長。 

○係長（齋藤久美子） 梅津五郎氏より寄贈のあった絵画120作品のうち、損傷が見られ

修復が必要とされている作品が36点ございます。いずれも亀裂、剝離、欠損、キャンバ

スの緩み等の経年劣化による損傷と把握しております。それらの作品をリスト化して、

処置の緊急性や展覧会での受賞歴などを考慮しまして、修理に当たっての重要度を設定

しておりますが、こちらの作成につきましては東北芸術工科大学の専門の方に見ていた

だいて、していただいております。 

  平成29年度に修理する作品につきましては、最重要として分類しております２作品を

予定しておりまして、１つは初期の作品であり、第２回日展において初入選されました
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「秋」という作品、もう１つは第12回日展で特選を受賞しております「調理場」という

作品を予定しております。修復する作品の選定につきましては、先ほど申し上げました

とおり賞の受賞歴など梅津五郎氏の履歴を語る上で重要となる作品という点を考慮し、

選定させていただいております。 

○委員長（菅原隆男） 田中委員。 

○７番（田中 孝） よくわかりました。今お聞きしたところ、まだ36点あるんだという

ようなことでありますけれども、これは一つは今修復にかかるわけですけれども、１年

がかりくらいかかるのかということと、あとこの36点についても順次修復に備えていく

のかをお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤係長。 

○係長（齋藤久美子） 絵画１点修復するに当たりまして、結構経費がかかるものでござ

いますので、本当に少しずつしか対応できないというのが現状だと認識しております。

梅津五郎さんを記念しまして、全国絵画展をトリエンナーレという形で３年に１回開催

しておるのですけれども、３年に１回に当たらない中２年について、その２年間ででき

るものから少しずつ手をかけていきたいなと考えているところではございます。そのと

き、そのときの状況に合わせてということで、決定していくことになるものと思ってお

ります。 

○委員長（菅原隆男） 積み残しはございませんか。 

  質疑終結と認めます。 

  ここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

              休 憩  （午後１時５１分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後１時５４分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  次に、平成29年度白鷹町十王財産区特別会計予算を議題といたします。 

  概要の説明を求めます。松野総務課長。 

○総務課長（松野芳郎） 平成29年度白鷹町十王財産区特別会計予算の概要につきまして

ご説明を申し上げます。 

  予算総額41万3,000円でございまして、十王財産区管理会による財産の適正な管理に

努めるものでございます。具体的には、境界の確認作業等を実施する予定でございまし

て、所要の予算措置を行うものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 
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○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  次に、平成29年度白鷹町国民健康保険特別会計予算を議題といたします。 

  概要の説明を求めます。中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） ご説明申し上げます。 

  国民健康保険特別会計予算書をごらんいただきたいと思います。概要書につきまして

は21ページになっております。 

  被保険者数につきましては、２月末現在で3,285人となっております。昨年年度末に

比べ134人ほど減少しており、年々減少する傾向にあります。また、被保険者数のうち

65歳以上の割合が４割以上を占め、被保険者の減少と相まって高齢者の割合が増加して

いる状況にあります。また、医療の高度化等に伴いまして１人当たりの医療給付費は増

加傾向にあります。 

  歳入につきましては、国民健康保険税は所得の増加を見込み400万円ほどの増額国県

支出金はルール上で算定しております。療養給付費交付金は制度改正に伴う経過措置の

終了により8,400万円ほどの減額、共同事業交付金につきましては市町村国保の拠出金

を財源に年度ごとの医療費の変動や高額医療費等への影響を県単位で緩和するもので、

5,900万円ほどの増額も見込み、国民健康保険給付基金から3,000万円を繰り入れて財源

を確保したところでございます。 

  次に歳出につきましては、医療給付費は一般被保険者と退職被保険者それぞれの増減

はあるものの、総額で5,600万円ほどの増額となっておりますが、後期高齢者支援金等

につきましては2,200万円ほどの減額を見込んでおります。共同事業拠出金につきまし

ては4,400万円ほどの増額計上をさせていただきました。 

  今後とも国民健康保険連合会と連携いたしまして、医療費の適正化に努めてまいりま

す。また、徴収体制の充実のため、国保税徴収行政専門員の設置を引き続き行うととも

に、データヘルス計画等に基づく保健事業や後発医薬品の啓発等を通じまして医療費の

抑制を図り、健全な会計運営に努めてまいります。 

  また、国保財政の構造的な問題に対応するため、平成30年度から都道府県が財政運営

の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保など国保運営の中心的

な役割を担い、国保制度の安定化を目指すとされております。このようなことから、県

や関係団体との連携を密にしながら、円滑な移行に向けて万全な対応を図ってまいりた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑を行います。９番、

奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 概要書21ページ、保険給付費についてお伺いします。 

  平成28年度当初予算と比べると約5,600万円ほど増額になっているのですが、予算的
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に。この積算根拠をお願いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菊地係長。 

○係長（菊地るり） お答えいたします。 

  平成28年度の当初予算に対しまして５％の増額を見込んでいるところでございますけ

れども、中身につきましては過去数年の保険給付費の伸び率と、それから平成28年度の

実績の見込額から算出しております。過去数年、ここのところ２％から４％程度の保険

給付費の伸びがございますけれども、給付費の伸びの主な原因といたしましては国保被

保険者の高齢者の率が高いこと、前段でも申し上げましたけれども、65歳以上の被保険

者は46％以上を占める割合となっております。この65歳以上に係る方の入院ですとか手

術にかかる医療費が高額となっておりまして、医療費が伸びている状況にあります。被

保険者数は減っているのですけれども、１人当たりの医療費は伸びている状況にありま

して、この状況は今後も続くものと見込んでおります。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） たしか平成25年に社会保障制度改革推進法の中で、平成30年から国

保が県単位の広域化ということが決まっていると思うのですが、県が運営主体となった

場合に財政の責任は、県と市町村で役割がどのように変わっていくのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） お答えをいたします。 

  国民健康保険につきましては、県内では現在最上地方では２市２町が広域連合をつく

っておりますが、それ以外の自治体におきましては各市町村が個別に運営を行っている

状況でございます。平成27年の５月に、国民健康保険の見直しを初めとする国民健康保

険法改正案が成立したことを踏まえまして、国民健康保険については平成30年度から都

道府県が財政運営の責任主体となることで決定をしております。これは、安定的な財政

運営や効率的な事業運営の確保など、国保運営の中心的な役割を県が担うことになって

います。これにつきましては、国保の財政基盤が脆弱であることから、県一本化にする

ことでその安定性を図り、継続的な国民皆保険の制度を維持していこうという中身とな

っているところでございます。 

  このような中、県では国保運営方針の策定や医療給付費の見込みを立てまして、市町

村ごとの納付金の額の決定、それから市町村が参考とするための標準保険税率の算定を

行うということとされております。県でも特別会計を設置しまして、財政運営に当たる

こととなっております。保険給付に必要な費用は全額市町村に県が支払う財政の仕組み

になっているところでございます。 

  これに対して、町では地域住民と身近な関係のもとに、これまで同様に資格管理です

とか保健事業、それから賦課徴収等を行う内容となっております。 
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  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これは30年というお話なのですが、まずスケジュールがどのように

なっているのかと、2013年の資料を見ますと、県内の中でも基金がゼロのところもある

というような中で、一括まとまった場合にこの基金をどのような対応をしていくのか。

あと、納付金を県にするわけですけれども、100％納付というのが義務づけられた場合

に、町としてどのような対応をするのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 菊地係長。 

○係長（菊地るり） お答えいたします。 

  まず１点目のスケジュールについてでございますけれども、納付金決定までのスケジ

ュールということでよろしいでしょうか。県で示しているスケジュールによりますと、

来年度の夏ぐらいまでに国において納付金算定にかかわる正式な決定がなされます。そ

れを受けて、県では夏以降に納付金に係る実質的な検討、調整をすることとなっており

ます。納付金算定につきましてはいろいろな係数がございまして、その係数が示される

のが秋以降となっております。秋以降に係数が示されますと、県からその係数をもとに

市町村に対して納付金の試算が出るということになっております。ただ、係数は１月に

確定係数が出るということになっておりまして、実際に市町村で納付金が正式に幾らに

なってということがわかるのは、１月以降と捉えております。 

  それから、２点目の基金の保有の関係についてでございますけれども、白鷹町では今

現在の基金の保有金額は9,398万6,223円、これは平成28年度末にこの金額になる見込み

でございます。基金は、これまでは保険料の税率改正のときとかに、急な税率の上昇を

防ぐために基金を取り崩して運営したり、または年度途中の資金不足について、それを

解消するために基金を取り崩して運営してきたという経過でございますけれども、平成

30年度以降は今度は県が財政に責任を持つことになります。年度途中に急な医療費の増

高によって、県全体で医療費が高額になった場合、今度は県が県において造成している

基金から取り崩しをして、それに充てるということになります。 

  となると、市町村では今度基金はどうなるのかという話になるわけですけれども、市

町村においても県に納付金を納めなければなりません。収納率が何かしら予期しないよ

うな理由で、思うような収納率にならなかったような場合に、委員先ほどおっしゃいま

したけれども、100％県には納付しなければならないということがございます。そうい

った場合に、基金を取り崩して対応するということになると思っております。 

  また、納付金については県から示されるわけなんですけれども、実際に保険税率をど

うするかといったことは、これまでと同じように市町村で決定することになります。そ

の保険税を決めるに当たっても、この基金を活用して調整させていただくという中身に

なるものと認識しております。 



 - １４６ - 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 県一本化に伴い、県でも基金を設置するわけですよね。それを借り

て対応するというようなお話もあるようですが、一番広域となったときに一般の町民の

方の心配は、掛け金が上がるのか下がるのか、下がるということは余りないと思います

が、どれくらい上がるのか、そこら辺が一番心配だと思うのですが、そこら辺の予想的

な数字というのはどのようになるのかお願いします。 

○委員長（菅原隆男） 菊地係長。 

○係長（菊地るり） お答えいたします。 

  今現在のところ、正直なところ申し上げてわからない状況というところがございます。

国で、平成30年度から3,400億円を国保会計に公費として投入するというような約束事

があるわけですけれども、そのうちの1,700億円についてはいまだ検討中ということが

ございまして、それが公費として入ることによって国保税は多少なりとも安くなるとい

う考え方があるようですけれども、その辺の考え方がまだというところがございますし、

町に直接入ってくる支援金等の考え方も、今の段階で決まっていないようなところもご

ざいます。そういったところもございますので、今の段階では上がるか下がるかといっ

たところは、申し上げられない状況にあります。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 横澤副町長。 

○副町長（横澤 浩） ただいまの関連でございますが、国保会計の制度がただいまお話

しありましたように平成30年度から県一本化に広域化になるという背景に対しまして、

今国ではいろいろな社会保障の制度改革が進められているわけですが、地方財政対策・

地方財政計画というものがございますけれども、その中におきましてこの国保制度をめ

ぐる例えば交付税制度の市町村分と県分との配分のやり方、あるいはそれらに対する補

助制度の按分のやり方、これらにつきましては地方６団体、私どもは町村会ということ

になるわけでございますが、これらについては地方の実情をその制度の中にきちっと反

映できるようにということで、国に対しまして大切な地方の声として今要望、あるいは

陳情している状況でございます。 

  ただいま担当係長が申し上げたとおりのまだ不明確な点がございますけれども、これ

らにつきましては国保制度というのは相互扶助の最も基本的な医療制度の根幹でござい

ますので、これらにつきましては私どももきちんとそういう制度が守られますように、

制度的にも財政的にも対応してまいりたいと、このように考えているところでございま

す。 

○委員長（菅原隆男） 質疑終結と認めます。 

  次に、平成29年度白鷹町後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 
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  概要説明を求めます。中村町民課長。 

○町民課長（中村裕之） ご説明申し上げます。 

  後期高齢者医療特別会計予算書をごらんいただきたいと存じます。概要書につきまし

ては、21ページになっております。 

  後期高齢者医療広域連合として、県一本で運営をさせていただいているものでござい

ます。町で保険料を収納いたしまして、広域連合へ納付する会計でございます。本町の

被保険者数は１月末現在で2,783人で、前年度末に比べまして91人ほどの減少となって

おります。制度や考え方につきましては、前年度と同様でございます。 

  今後とも広域連合と連携いたしまして、収納の適正化と医療費の抑制に努めてまいり

たいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  ここで説明員交代のため暫時休憩いたします。再開を２時25分といたします。 

              休 憩  （午後２時１１分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後２時２５分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  次に、平成29年度白鷹町下水道特別会計予算を議題といたします。 

  概要説明を求めます。今野建設水道課長。 

○建設水道課長（今野秀一） それでは、下水道特別会計当初予算（案）の概要について

ご説明申し上げます。 

  平成29年度当初予算（案）の概要60ページをお開きください。 

  初めに、１基本的方向でございます。 

  下水道特別会計は、今後施設の長寿命化を図るため、マンホール蓋の改築更新工事を

新たに行ってまいります。また、荒砥橋架替えに伴う鮎貝中継ポンプ場及び周辺管渠の

移設工事を進めてまいります。引き続き施設の適切な維持管理及び水洗化の向上に努め

てまいります。 

  次に、２予算の体系と主な取り組みでございます。61ページをごらんください。 

  13下水道特別会計は、歳入歳出それぞれ５億3,510万3,000円でございます。 

  次に、65ページをお開きください。上から２つ目になります。13公共下水道費１款１

項２目事業ナンバー１、設計業務委託、予算額216万円でございます。事業ナンバー２、

工事監理業務、予算額673万3,000円でございます。事業ナンバー４、鮎貝中継ポンプ場



 - １４８ - 

移設工事、事業費7,198万円でございます。事業ナンバー５、圧送管工事、事業費2,245

万8,000円でございます。事業ナンバー６、公有財産購入費、1,285万2,000円でござい

ます。以上につきましては、県事業の新荒砥橋架替事業に伴います工事を実施するもの

でございます。 

  以上、下水道特別会計の概要でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。４番、佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 概要書65ページのマンホール蓋の更新施設長寿命化についてお伺

いいたします。 

  この蓋の更新工事でありますが、この金額で何カ所ほどの更新を今年度計画しておら

れるのか、お聞かせください。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤補佐。 

○課長補佐（佐藤雅志） お答えいたします。 

  この工事につきましては、長寿命化計画に基づきまして行う工事でございます。平成

23年度から平成25年度に調査を行いまして、その調査箇所167カ所のうち55カ所につい

て改修工事を計画してございます。２カ年計画で、平成29年度については36カ所の工事

を実施する予定でございます。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 55カ所中36カ所ということで今お伺いいたしましたが、この更新

する箇所につきましては古いものからということだろうと思うのですが、地域ごとに実

施するのか、それとも例えば蓋に限らず蓋の周辺の舗装の下がりなどの原因からよく除

雪車がぶつかったりして危ないというようなこともあるようでございますので、そうい

った部分の危険性を考えた上でまず危険度の高いところから始めるのか、その辺の進め

方についてお願いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤補佐。 

○課長補佐（佐藤雅志） お答えいたします。 

  今回の工事につきましては、穴あき形状のもので浸水の恐れのある蓋、及び年度が古

い角形タイプの蓋がございますので、それについてまずは交換していくと考えでござい

ます。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤補佐。 

○課長補佐（佐藤雅志） 済みません、周りの舗装あるいは枠についても、その箇所につ

いては直す予定でございます。 

○委員長（菅原隆男） 質疑終結と認めます。 

  次に、平成29年度白鷹町農業集落排水特別会計予算を議題といたします。 

  概要説明を求めます。今野建設水道課長。 
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○建設水道課長（今野秀一） それでは、説明申し上げます。 

  農業集落排水特別会計当初予算（案）の概要についてご説明申し上げます。 

  平成29年度当初予算（案）の概要60ページをお開きください。 

  初めに、基本的方向でございます。農業集落排水特別会計は施設の適切な維持管理に

努めてまいります。また、町全域の生活排水処理率の向上を図るため、町設置管理型合

併処理浄化槽設置事業を推進してまいります。 

  次に、２予算の体系と主な取り組みでございます。61ページをごらんください。 

  14農業集落排水特別会計は、歳入歳出それぞれ１億6,873万2,000円でございます。 

  次に、個別事業の主な事業についてご説明申し上げます。66ページをごらんください。 

  下から２つ目になります。14特定地域生活排水処理事業費（１款４項２目）浄化槽設

置事業でございます。予算額3,708万4,000円でございます。公共下水道区域、農業集落

排水事業区域以外からの浄化槽設置申請に対応します町設置管理型合併処理浄化槽の35

基を計画しているものでございます。 

  以上、農業集落排水特別会計の概要でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。ございませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  次に、平成29年度白鷹町水道事業会計予算を議題といたします。 

  概要説明を求めます。今野建設水道課長。 

○建設水道課長（今野秀一） ご説明申し上げます。 

  水道事業会計当初予算（案）の概要についてご説明申し上げます。 

  平成29年度当初予算（案）の概要60ページをお開きください。 

  初めに、基本的方向でございます。水道事業は、安心でおいしい水を安定的にお届け

するため、施設の管理、運営に万全を期してまいります。また、老朽化した設備の更新

を実施してまいります。引き続き経費の節減に努め、財務内容を改善し、経営基盤の強

化を図ってまいります。 

  次に、２予算の体系と主な取り組みでございます。62ページをお開きください。 

  15水道事業会計。初めに収益的収支、収入・水道事業収益、合計で３億1,905万円。

支出・水道事業費用、合計３億322万9,000円でございます。次に資本的収支、収入・水

道事業資本的収入、合計1,454万1,000円でございます。支出・水道事業資本的支出、合

計１億4,174万2,000円になります。 

  次に、個別事業の主な事業についてご説明申し上げます。67ページをお開きください。 

  下から３つ目になります。15固定資産取得費（資本的支出１款１項１目）、事業ナン

バー２機械装置購入でございます。予算額1,922万4,000円でございます。事業の概要で
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ございますけれども、津島台浄水場パック補助タンク設備の更新、パックにつきまして

は、水中に浮遊してございます浮遊物を凝集する薬剤でございます。及び高野水源場取

水ポンプＮＰ１の更新、鷹山低区配水池外に落雷による被害を抑制するため、避雷器を

設置するものでございます。同じく配水管整備事業費（１款１項２目）、事業ナンバー

２配水管布設工事でございます。予算額2,376万円でございます。町道中山針生線外２

路線の配水管布設工事を行いまして、水道水の安定供給の確保を図るものでございます。 

  68ページをお開きください。同じく15施設整備事業費（資本的支出１款１項４目）、

事業ナンバー１浄水場耐震補強工事でございます。予算額1,825万2,000円でございます。

津島台浄水場の浄水棟上屋の耐震補強を行う物でございます。 

  以上、水道事業会計の概要でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。 

  収益的収入及び支出、資本的収入及び支出を一括して質疑を行います。４番、佐々木

委員。 

○４番（佐々木誠司） 概要書68ページの津島台浄水場の耐震補強工事についてお伺いい

たします。 

  今年度1,800万円ほど計画されておられますが、この耐震補強工事の内容についても

う少し詳しくご説明をお願いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 小口係長。 

○係長（小口豊仁） お答えいたします。 

  耐震補強工事の内容ですけれども、この浄水場の上屋は鉄骨でできている屋根になっ

ておりまして、その鉄骨の補強材を追加して補強するという工事内容になっております。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） 屋根ということは、壁その他ほかの部分に関しては耐震補強する

必要がないのか、その辺お願いします。 

○委員長（菅原隆男） 小口係長。 

○係長（小口豊仁） お答えいたします。 

  鉄骨の補強、柱と柱の間に斜めに補強材が今も入っているのですけれども、それの数

を増強するという内容と、その鉄骨が立っている柱の基礎の部分のコンクリート部分、

躯体と鉄骨をとめている部分の補強になります。 

○委員長（菅原隆男） 佐々木委員。 

○４番（佐々木誠司） もう一回お伺いいたします。ということは、今年度でその補強工

事は完了するということでよろしいでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 小口係長。 

○係長（小口豊仁） お答えいたします。 
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  平成29年度で完了する事業となっております。 

○委員長（菅原隆男） ７番、田中委員。 

○７番（田中 孝） 概要書の67ページであります。配水管布設工事についてお伺いした

いと思います。 

  この概要を見ますと、この中山針生線という管の埋設になりますけれども、この針生

地区についての水道供給の状況というものはどうなっているのか、お伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 小口係長。 

○係長（小口豊仁） お答えいたします。 

  針生地区に関しましては、現在針生簡易水道という事業で、針生自体に水源がありま

して供給しております。今回の中山針生線は、中山と針生を管でつなぐための管工事に

なりまして、昨年度も工事をしているのですけれども、その続きになります。 

○委員長（菅原隆男） 田中委員。 

○７番（田中 孝） 去年道路舗装工事とともに管の埋設をしていただいたなと思ってお

りますけれども、そこまでのいわゆる中山からの平成28年度に埋設した管を結ぶという

工事になるのですか。 

○委員長（菅原隆男） 小口係長。 

○係長（小口豊仁） お答えいたします。 

  済みません、先ほど私昨年度と申しましたが、昨年の間違いでした。申しわけありま

せん。それで、昨年工事しました管の続きになりまして、来年度その続きを布設すると

いうもので、平成30年度にもその続きをしまして針生とつなぐ予定になっております。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 田中委員。 

○７番（田中 孝） わかりました。いわゆる、今回北原と針生の管をつなぐ。それで、

その次の年度は最後からこの針生のほうまでを完成させて、全部供給ができるようにす

るということでいいですか。 

○委員長（菅原隆男） 小口係長。 

○係長（小口豊仁） お答えいたします。 

  平成29年度工事しました後に、次の年の平成30年度、残りの針生側を工事すると針生

とつながって、水を中山から供給できるようになるということです。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 田中委員。 

○７番（田中 孝） わかりました。 

  それで、いわゆる針生での簡易水道は全然使わなくして、中山からの供給だけになる

ということなのかを伺います。 

○委員長（菅原隆男） 小口係長。 
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○係長（小口豊仁） お答えいたします。 

  針生の水源はそのまま継続して使用するのですけれども、何か有事の際に中山のほう

からも水を供給できるようにするための管となっております。 

○委員長（菅原隆男） 田中委員。 

○７番（田中 孝） わかりました。 

  いずれにしても水道は大事なものでありますし、これからもひとつ中山のほうも私も

ちょっと見せていただいたことありますけれども、かなり古くなっているなという感じ

もしてきたところでありますので、今後ともひとつ設備管理をよろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（菅原隆男） 質疑終結と認めます。 

  ここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

              休 憩  （午後２時４２分） 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後２時４４分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  次に、平成29年度白鷹町介護保険特別会計予算を議題といたします。 

  概要説明を求めます。齋藤健康福祉課長。 

○健康福祉課長（齋藤春美） 介護保険特別会計についてご説明申し上げます。 

  当初予算（案）概要の24ページ下段をごらんください。 

  介護保険特別会計につきましては、医療や介護、予防、住まい、生活支援サービスを

包括的に提供する地域包括ケアシステムの推進、認知症の方やその家族に対する支援、

元気な高齢者の社会参加の促進等、介護予防や自立支援に資する取り組みを進めるとと

もに、介護が必要な方へのサービス提供に取り組んでまいります。 

  予算につきましては、第６期介護保険事業計画と昨年度の実績及び今年度の介護給付

実績見込みや介護認定者数から平成29年度の介護需要を想定し、編成いたしました。そ

の結果、予算総額17億115万2,000円、前年度対比3.9％の増の予算規模となったもので

ございます。 

  概要書の36ページをお開きください。 

  歳入につきましては、第１号被保険者保険料の的確な収入を見込むとともに、国庫支

出金、支払基金交付金、県支出金につきましては、ルールに基づき算定いたしました。

また、繰入金につきましては、ルール分のほか、職員給与費等など一般会計から5,325

万4,000円を見込むとともに、介護給付費準備基金繰入金で1,705万9,000円を見込みま

した。 

  次に37ページ、歳出でございます。 

  保険給付費ではサービスの利用増を見込み、介護サービス等諸費は前年度より6,660
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万8,000円増の14億1,318万8,000円、介護予防サービス等諸費は今年度から一部が地域

支援事業費へ移行になるため、2,201万円減の4,936万1,000円、地域支援事業費は1,635

万9,000円増の6,480万円を見込んでいるところでございます。 

  続きまして38ページ、３介護予防生活支援サービス事業につきましては、平成29年度

からの介護予防日常生活支援総合事業のスタートにより、全て新規事業になっておりま

す。事業番号１番訪問型サービスＡ事業、事業番号２番及び３番通所型サービスＡ事業

につきましては、今年度までの事業をさらに強化した内容で実施するものでございます。

事業番号４番介護予防生活支援サービス事業につきましては、要支援者がデイサービス

またはホームヘルパーを利用した場合、サービスに要した費用を事業所に支払うもので

あり、平成28年度までは介護予防サービス等諸費から支払っていたものが、こちらの事

業に移行になるものでございます。事業番号５番介護予防ケアマネジメント事業につき

ましては、介護予防のケアプランを作成する費用でございます。 

  次に、４一般介護予防事業の事業番号１番元気わくわく教室事業につきましては、各

地区コミュニティセンターで週１回運動指導を行う介護予防教室を開催するものでござ

います。事業番号２番元気ワンダフル教室事業につきましては、健康運動指導士による

運動指導を行い、交流の場や健康づくりを行うものでございます。事業番号３番ふれあ

い・いきいきサロン事業につきましては、事業の拡充であるパレス松風が健康づくりサ

ロンを実施するほか、各地区サロンへの運営補助の拡充を行うものでございます。また、

引き続き認知症支援や在宅医療、介護連携の取り組みを行ってまいります。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。９番、奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 概要書の38ページ、これ５つとも新規ということですが、今までや

っていたことがこの方向性といいますか、同じようなことをやっている中でルールが変

わったということで新規だと思うのですが、この中で八乙女げんき塾、この事業に変わ

った場合どのように変わるのか。 

○委員長（菅原隆男） 永沢係長。 

○係長（永沢照美） お答え申し上げます。 

  先ほど課長からも説明ありましたように、介護保険の改正で４月から介護予防日常生

活支援総合事業が始まりまして、現在の八乙女げんき塾について介護予防日常生活支援

事業の通所型サービスに位置づけました。しっかり介護予防に取り組んでいただくとい

うことになります。現在は、申し込み希望がありましたら体の状況等の聞き取りをさせ

ていただいて、日常生活で支援が必要ではないのですけれども、家に閉じこもりがちに

なった方など70代後半から90代くらいまでの後期高齢者の交流の場として利用していた

だいておりました。 
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  来年度から総合事業に移行しますけれども、対象者につきましては25項目からなる基

本チェックリストを実施して、該当者になった方に利用していただくということになり

ます。こちらの該当者というのは、運動や口腔状態、あとは栄養状態等に課題のある方

が対象となるものであります。対象となった方につきましては、地域包括支援センター

の保健師やケアマネージャーが体の状態、あとは生活の状況、医療機関の受診の状況、

服薬、あと口腔の状況を聞き取りさせていただいて、その人お一人お一人に合ったケア

プランを作成させていただきます。そのプランのもと、八乙女げんき塾で運動や口腔、

栄養の改善に取り組んでいただくものでございます。それに伴いまして、八乙女げんき

塾での栄養指導、口腔・運動指導も強化してまいります。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 今までは別に健康のチェックなどなくて利用していたようですが、

これ当然健康診断のようなものを受けながら、各個人個人の健康状態を見てということ

みたいなのですが、いろいろな個人個人の課題がある中でこの塾の事業をやっていくと

なったときに、栄養士さんとかいろいろな人が指導なさるのですが、ここに薬剤師さん

というものが全然入ってきていないのですけれども、今サプリメントなんか非常にはや

っているといいますか、テレビでもよくコマーシャルしていますけれども、やっぱり高

齢者は薬を飲むのが大好きといいますか、薬が好きなんですね。そこら辺を踏まえます

と、飲み合わせが悪いとちょっと体に影響があるということもあるわけです。そこら辺

を踏まえますと、薬剤師さんも時々ここの指導に加わっていただきながらやっていくと

いうことも大事だと思うのですが、そこら辺も対象者も踏まえた形でどのように考えて

いるのかお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 永沢係長。 

○係長（永沢照美） お答え申し上げます。 

  委員ご指摘のとおり、やはり高齢者の方はさまざまなお薬を飲んでいらっしゃいます。

そして、痛みがある場合は張り薬、塗り薬等も使用している状況でございます。地域包

括ケアシステムの構築につきまして、薬剤師さんとの連携も非常に重要な一つになって

おります。地域崩壊支援センターでは、かかりつけの薬局とも連携をとって対応してま

いりますので、もし聞き取りで服薬状況に課題があった方につきましては、かかりつけ

薬局の薬剤師の先生と連携をとりながら、より安全な運動、または栄養、口腔指導が効

果的にできるよう連携を図ってまいりたいと思います。 

  今年度は、直接八乙女げんき塾に薬剤師の方に出向いていただいて指導というのは行

う予定はないのですけれども、状況を見ながらそちらも検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 
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○９番（奥山勝吉） この予算で、大体何人ぐらい利用者の数としては見込んだ予算なの

でしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 永沢係長。 

○係長（永沢照美） お答え申し上げます。 

  現在、定員は120名でございます。120名の予算で見込んでいるわけですけれども、今

利用している方につきましては約90名の方に利用していただいている状況です。総合相

談の中で、または健康推進係との連携の中で、こちらの事業を勧めていったらいいので

はないかという方がいらっしゃいましたら、積極的にこちらの事業を勧めてまいりたい

と思います。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） それでは38ページのふれあい・いきいきサロン、パレス松風でなさ

ると。これ、私一般質問でもしたような気がするのですが、このパレス松風の健康づく

りサロンの内容についてお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 永沢係長。 

○係長（永沢照美） お答え申し上げます。 

  パレス松風が主催する事業になるのですけれども、内容は町民保養センターとして健

康づくりをキーワードとした運動、食事、温泉を組み合わせて実施する高齢者対象の介

護予防と交流の事業となります。各地区単位で参加者を募集して、送迎バス付で月２回

実施するとお伺いしております。ふるさと森林公園施設、パークゴルフ場や遊歩道散策

等で体を動かして、その後温泉やあとはバランスのとれた食事をとっていただくと伺っ

ております。また、屋内で実施する健康体操や輪投げ、またはカラオケなど、レクリエ

ーションも取り入れるということでお伺いしております。 

  指導につきましては、パークゴルフ協会指導員ですとか、あとゆめスポしらたか「Ｒ

Ｏ・ＫＵ」さんに依頼するとお伺いしております。食事の時間を利用して、保健師の健

康講話や口腔ケアの勉強も取り入れて実施するということでお伺いしているものです。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 大変いい内容のようですが、さっき私が言ったとおり一人一人違う

わけですね。それに見合った食事といいますかね、糖尿病の方からいろいろいらっしゃ

るわけですから、そこら辺どういう状況の中で食事を提供するのかがちょっと不明です

が。特に、今のパレスの場合だといろいろな施設、特に体を動かす施設が多いわけで、

体を動かせばそれなりの筋力がついて健康になるというのはみなさんわかっているとお

りだと思うのですが、将来的に何人ぐらいを対象に１年間なら１年間やっていくという

考えなんでしょう。 
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○委員長（菅原隆男） 永沢係長。 

○係長（永沢照美） お答えいたします。 

  パレス松風での健康づくりサロン教室につきましては、最大１回28名まで運動等受け

入れ可能だということでお伺いしておりますので、まずは目標は１回28名ということで、

こちらでお伺いしているところです。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 毎月、月何回なのか週何回なのかそこら辺もわかりませんが、あと

誰でも参加できるのか。各地区にサロンがいっぱいありますよね。その中から選抜する

のか、パレスのサロンはパレスのサロンと独立した形で募集するのか。そこら辺、どう

なのでしょう。 

○委員長（菅原隆男） 永沢係長。 

○係長（永沢照美） パレス松風が主催する事業になりますので、まず対象者としまして

はやはり皆さんと運動、あとはレクリエーションを楽しめる体力のある方、あとパーク

ゴルフもするということですので、コミュニティセンターさん単位でＰＲしていきたい

とはお伺いしているところです。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 最後にお聞きしますが、これ１回当たりの料金というのは幾らぐら

いを想定しているのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 永沢係長。 

○係長（永沢照美） １回あたり1,300円とお伺いしております。 

○委員長（菅原隆男） 11番、佐藤委員。 

○11番（佐藤京一） 概要書の36ページ一番最初の保険料について、基本的なことかもし

れませんがお聞きします。 

  この予算を立てるに当たって、私も残念ながらかめでたいのか１号になりましたんで

すが、どの時点でこの計算をされているのか。例えば私みたいにことしなった人は、こ

の部分に入っているのか、入っていないのか。平成28年度の所得が確定すると、６月こ

ろにまた違ってきますよね。そこのところ、去年のデータをもとにしてやっているのか、

予想を立ててやっているのか。 

  それともう一つは、今度認知症専門の介護施設が４月から開所するわけですが、当然

そうなると当町の介護保険料も上がってくる。その分はここに入っているのか、入って

いないとすればいつからその分が加味されるのか。この２つになりますかね、お聞きい

たします。 

○委員長（菅原隆男） 田宮税務出納課長。 

○田宮税務出納課長（田宮 修） お答えいたします。 
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  介護保険料の関係につきましては、65歳になられた方がその時点で第１号被保険者と

いうことになりますので、65歳になられた段階で切りかえになるということになります。

ですので、そのときの所得にて保険料が算定になりますので。 

  あと２点目につきましては、あくまでも見込みで予算を立てさせていただいておりま

すので、現在の町民の方の状況をそのままスライドさせていただいて、そのときの所得

でまずは見込みを出すことで算定しております。新たな所得が確定した段階で、新しい

介護保険料が確定することになっております。 

  以上です。 

○委員長（菅原隆男） 髙橋係長。 

○係長（髙橋眞澄） お答えいたします。 

  このたび、４月からあゆみの園で20床増床になっておりますけれども、３年前の計画

を立てる際にこのたびの介護保険料に算定済みでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 齋藤健康福祉課長。 

○健康福祉課長（齋藤春美） お答え申し上げます。 

  平成29年度の予算には、あゆみの園が４月から開所するということですので、20床ふ

えた形での予算を行っておりますので、全体でふえているような状況になっております。 

○委員長（菅原隆男） 質疑終結と認めます。 

  次に、平成29年度白鷹町立病院事業会計予算を議題といたします。 

  概要説明を求めます。渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） ご説明いたします。 

  予算概要書の82ページをお開きください。 

  １基本的方向でございます。地域住民から信頼される病院を基本理念として、外来、

入院、救急診療、訪問診察、在宅支援などの各業務、さらに人間ドックを初めとした各

種検診、予防接種、栄養指導、健康づくり講演会など、平成29年度も引き続きこれらの

事業を行ってまいります。また、経年劣化した建物機械を計画的に整備し、安心・安全

な医療サービスの提供を維持するとともに、新白鷹町立病院改革プランを遂行し、経営

の健全化に努めてまいります。 

  ２予算の体系と主な取り組みにつきましては、以下のとおりでございますので、ごら

んいただきたいと思います。 

  続きまして、83ページをお開きください。主要事業についてご説明いたします。 

  １収益的収支でございますが、こちらは継続事業でございます。２資本的収支でござ

います。事業ナンバー１建設改良事業、7,398万円。事業概要でございますが、老朽化

した医療機械の更新を行うものでございます。主な更新の内容といたしましては、乳房

用エックス線診断装置、マンモグラフィーの機器でございます。これにつきましては、
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平成９年の開院当初に購入したものであり、故障した場合の部品供給が難しいこと、乳

がん検診には欠かせないものであることから、このたび更新するものでございます。医

療用画像ファイリングシステムにつきましては、平成28年度更新予定でございましたが、

マンモグラフィー更新と同時導入を検討することとなり、平成29年度の更新としたもの

でございます。大腸ビデオスコープにつきましては、腸カメラの機械でございます。使

用頻度が非常に高く検査回数も多いことから、このたび更新するものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。 

  収益的収入及び支出、資本的収入及び支出を一括して質疑を行います。９番、奥山委

員。 

○９番（奥山勝吉） 概要書83ページの資本的収支の機械購入の部分について、たしか平

成28年度補正で見送ったと思うのですが、改めて内容を少し説明お願いします。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木事務局次長。 

○事務局次長（鈴木秀一） ご説明いたします。 

  医療画像ファイリングシステムにつきましては、ＣＴやレントゲン撮影を電子カルテ

のサーバー内に保存しまして、電子カルテのパソコンモニター画面に表示し閲覧するた

めのシステムでございます。撮影した画像をフィルムに焼くことがないので焼く時間を

待つこともなく、モニター画面で見て診断することができるものです。近年は、フィル

ムでなくＣＤ－ＲＯＭに焼いて紹介状を添付することがほとんどでございまして、ほか

の病院からのＣＤ－ＲＯＭ内の画像も閲覧し、保存することも可能な画期的システムで

ございます。さらに、ネットワークを用いてデータのやりとりを行うことなどで、より

迅速な診断が可能となっております。 

  この医療画像ファイリングシステムは、ほかの撮影機器と接続いたしまして連携をす

る必要がございます。機械同士の接続やデータの抽出費用を検討した場合、同時購入の

ほうが費用的にも機種の採用の面でも効率的であるということから、今年度28年度当初

で予定しておりましたがこれを見直しまして、新年度で改めてマンモグラフィー撮影装

置とともに予算化し、整備したいと考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） ファイリングシステムというのはデータのやりとりと画像が見える

ということのようですが、今回買う大腸内視鏡とマンモグラフィーの検査機は接続でき

ると理解していいのかと。そのほかの機械についても、これ接続して使えるようになる

のでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木事務局次長。 

○事務局次長（鈴木秀一） お答えいたします。 

  接続を予定しておる機械といたしましては、エックス線を用いる撮影装置のほかに眼
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底検査用の機械であるとか、ほかにもいろいろと可能でございます。これらの撮影デー

タを各ネットワークを用いまして、例えば置賜管内であれば「おきねっと」であるとか

「ドクターＮＥＴ」、また新たに「ネットホスピタル」などというところなども利用い

たしまして、ネット診断ということで活用したいと考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 細かいことはそれ以上は聞きませんが、当然大腸カメラ・胃カメラ

のデータがこのやりとりの中に入ってくるとなれば、セキュリティーといいますか特に

がんの場合は知られたくないとか患者さんの気持ちもあるわけです、ほかの人に。そこ

ら辺も踏まえますと、データが全部やりとりできるということは非常にセキュリティー

が大事になってくると思うのですが、そこら辺の管理の考え方はどのようになっている

のでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木事務局次長。 

○事務局次長（鈴木秀一） お答えいたします。 

  セキュリティー管理につきましては、それぞれのシステム管理会社依存することにな

るかと思います。ただ、いずれのシステムにつきましても、情報漏えいすることないよ

う万全な対策がとられていると思っております。また、それぞれ委託契約を行っている

わけですけれども、その契約書の条文の中にも個人情報の保護について遵守するように

明記しているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 病院そのものでのセキュリティーのチェックはしないということの

理解でいいのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木事務局次長。 

○事務局次長（鈴木秀一） お答えいたします。 

  病院内におかれましても情報セキュリティーに関しての規定がございますので、そち

らを遵守した上で制度を利用していきたいと考えております。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） わかりました。 

  マンモグラフィーについてちょっとお伺いしたいのですが、乳がんというのは今いろ

いろ話題になっていると思うのですが、大体10人に１人くらいかかると。特に女性の場

合、40歳から60歳くらいかな、一番かかると。男性の方々にとっては、奥さんになられ

ると一番困る年代の女性たちなのですが、これかなり痛いというようなお話でなかなか

受けるのがいやになったというようなお話もあるのですが、この新しい機械については

痛みの度合いなどは検討の値になるのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木事務局次長。 

○事務局次長（鈴木秀一） お答えいたします。 
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  マンモグラフィーの撮影の際には、乳腺繊維の重なりをなくし、画像のぼけを最小限

とし、乳腺構造等をわかりやすくすることで正確な診断が可能となるものでございます。

このため、ある程度の圧迫をかけますので、痛みを感じる方もいるということでござい

ますが、こちらは個人差もあることだと思います。新しい機械につきましては、接する

部分が角が丸くなったりとか材質が改善されたりしておりまして、これまでより患者さ

んの負担が少なくなるよう配慮されているものを選定したいと考えております。また、

位置合わせをする際も、もぐり込まずにできるなどポジショニングも楽で、患者負担が

改善されているような機械を購入したいと考えております。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） この乳がんの受診率向上のための機械でもあるわけですので、そこ

ら辺も踏まえますと大体受診率をどれくらい上げたいなという設定は、平成29年度ある

のでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 鈴木事務局次長。 

○事務局次長（鈴木秀一） お答えいたします。 

  町民の健康のためには、やはり受診率向上を図ることが重要かと考えておりますけれ

ども、病院ではやはり全体の対象者については把握してございませんので、率というよ

りは受診者数ということで、少しでも多くの方に使っていただければよろしいのかなと

考えております。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） なるべく痛くないというようなＰＲをしていただいて、受診者をふ

やしていただきたいと思います。 

  次に、収益的収支でお伺いしたいのですが、たしか白鷹町立病院改革プラン策定とい

うことの中で、このプランとこの予算がどのようにリンクしているのかお伺いしたいと

思います。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答えいたします。 

  新改革プランにつきましては、来年度から５カ年の計画としてございます。最終的に

経常収支比率を100％とすることが目標ではあるのですが、そのために取り組んでいく

ものでございます。平成29年度は最初の年でありまして、経常収支につきましては今年

度の状況、職員数、患者数の見込みなどを踏まえて予算を立てたところでございます。

それら厳しい状況から今すぐ脱却するということは容易でないのでございますが、可能

な限りプランに沿った運営について努力していきたいと考えてございます。施設整備な

どの費用も今後大きくなってくるとは思いますが、これにつきましてもきちんと計画を

立てて、資金繰りについても十分に検討して進めていきたいと考えてございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 
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○９番（奥山勝吉） この改革プランは、今度で２回目なはずです。状況的に人口減少で、

当然公立病院はどこも大変な経営をしていただいているということですが、あくまでも

病院も１つのサービス業という形をきちんとした形で考えていただかなければならない

のかなと。大きい大学病院などに行きますと、看護師さんが「患者様」と呼ぶ教育も受

けているようであります。そこら辺から踏まえますと、やっぱりある程度「患者を診て

やっているんだ」ではなくて、「患者様に来ていただいた」というような考え方も大事

ではないかなと思うのですが、そこら辺これからの考え方をお伺いします。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答えいたします。 

  このプランを作成するに当たりまして、院内で各部門が集まりまして検討委員会を行

いました。その結果なのですけれども、各部門で経営改善のためのいろいろなプラン、

計画などを出し合うことによりまして、経営に対しては職員の意識改革がある程度でき

たのではないかなと考えてございます。また委員おっしゃるとおり、病院はある意味で

は医療のサービス業でございまして、そういう意識も重要だと考えてございます。持続

可能な病院経営というのが一番の目標ではございますが、町立病院を存続してほしいと

いう声を大事にして「町の病院はここしかないからしようがない」ということではなく、

町立病院をこれからも受診したいと言っていただけるよう、患者様第一という気持ちを

職員一同大切にすることもプラン達成のために重要だと考えてございます。 

  今後も、毎年接遇研修等は行っているのですがそれらを強化しまして、職員以外、委

託職員も含めて研修をしながら頑張っていきたいと考えているところでございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） これからまた、頑張っていただかなければならないと思います。 

  それで、地域包括ケアシステム病棟というお話が国から出ていると思うのですが、こ

れを白鷹病院でどうするかですが、非常に大変なルールであるわけですよね。リハビリ

の状況などの提供量の数で点数が上がるわけでなくて、一括といいますかね。そこら辺

からいきますと、果たしてこの地域包括ケア病棟の将来の白鷹町の病院としてのあり方、

経営にプラスになるのかマイナスなのか非常に不透明な部分があるなと私は感じるので

すが、最後にこの地域包括ケア病棟の考え方をお伺いしたいと思います。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答えいたします。 

  地域包括ケア病棟というのは急性期治療、置賜病院などの基幹病院で治療を経過した

患者様が、在宅において療養する前に回復期ということで加療を受ける病棟のことでご

ざいます。地域医療構想では、そういう病床の増というのが求められているようでござ

います。ただそれにつきましては、単に病棟をがらっと変えるだけではなくて、電子カ

ルテシステムの改修やベッド当たりの面積などの縛りがございます。ほかにリハビリス
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タッフの充実なども求められておりまして、クリアしなくてはいけない点が多くござい

ます。かなり費用もかかるものでございます。確かに、地域包括ケア病棟にして収益を

上げた病院は多いようでございますが、これは60日まで入院できる点数が取れる仕組み

でございまして、長期入院に適したものでございます。 

  当院におきましては、福祉施設の充実ということがありまして、平均在院日数が１人

当たり14日程度でございます。地方の小病院としては、非常に短い在院日数となってご

ざいます。それで、患者様を長くつなぎとめておくのはどうかなということもございま

すし、患者様の負担なども十分考慮する必要があると考えてございます。また、平成30

年度に医療と介護の診療報酬の同時改定がございまして、そこで地方の本当に60床１病

棟しかない急性期と回復期、あと診療所的機能をミックスしたような病院にとって、改

定の点数はどのくらい恩恵があるのかというのもちょっと不透明なところもございます

ので、その辺の情報収集をきちんとして、あとはスタッフの面、費用対効果の面をきち

んと考慮しながら検討を進めていきたいと考えてございます。 

○委員長（菅原隆男） 奥山委員。 

○９番（奥山勝吉） 最後に聞きますが、この場合だと看護師さんの割合が13対１以上と

いう条件ですよね。これ、このまま続くと予想されるのでしょうか。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） お答えいたします。 

  今白鷹町立病院は、10対１看護をとってございます。１病棟しかないものですから、

病床単位で考えていくしかないわけでございまして、多分下げるとしても13対１までと

考えてございます。 

○委員長（菅原隆男） 佐藤町長。 

○町長（佐藤誠七） 設置者として、今事務局長が答弁させていただいたとおりでござい

ます。特に私どもの町全体を考えますと、医療という行為においてはドクターの年齢が

非常に高くなってきている。開業医の先生方は全部60歳以上、一番若い先生ももう60歳

という状況でございます。この辺が、非常に心配であると思っております。このたび、

町立病院と開業医の先生が協定を結ばれて、応援をしていただけるというような方向性

を打ち出していただいておりますが、果たしてこれもどこまで続くかということで、非

常に不安なものを私自身は思っております。 

  と同時に、経営ということを考えたときに、今いろいろ町民の皆様に安心していただ

ける、利用していただけるような環境をつくっていくという努力はしておりますけれど

も、結果的に福祉施設の充実、やはりみとりまで今施設の中で十分対応できることにな

っているわけでして、この辺を考えたときに患者さんがふえるか、本当にご利用いただ

けるという方がふえるかとなりますと、これも大変厳しいものがある。この辺を考えな

がら、我々の中で一般会計から繰り出しなどもさせていただいているわけですが、この
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辺についてもやはり一応のめどは立てているわけでございますが、町立病院をなくすと

いうわけにはいかないという姿勢の中で取り組んでいく必要があると思っておりますし、

今70床を60床にするという改革プランの中でしておりますし、そしてその中でやはりベ

ッド数は今の体制を崩さないという姿勢で臨んでおりますので、私もそれは支持しなが

ら支援をされるものはしていきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいた

します。 

○委員長（菅原隆男） 10番、石川委員。 

○10番（石川重二） 病院事業の１番、ドックについてお尋ねしますが…… 

  ドック事業は非常に大切な事業なので、町民の健康保持のために続けて頑張っていた

だくしかないと思うのですが、予算的に結構かかるものですか。 

○委員長（菅原隆男） 渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） 予算といいますと、収益の方でございますか。 

  収益につきましては、大体年間全部いろいろなドックを含めまして五、六千万円の収

益にはなるかと考えてございます。ただ来年度につきましては、町報でご案内しました

とおり今まで２日コースとして行っていましたものを、終日１日で終わるようにちょっ

と変えてみたところでございます。それで、費用もちょっとかからないように考えたも

のでございますが、これにつきましては受けやすさと、ちょっと費用を落としたことに

よりまして長く受けていただきたいという、これからのことを考えたことでございます。 

  申込方法が変わったことで、ちょっと「まだ申し込むのを忘れた」とかという問い合

わせのお電話が入っているのですけれども、そういった方についてもきちんと対応をと

っていきたいと考えてございますので、どうか受診をよろしくお願いいたします。 

○委員長（菅原隆男） 質疑終結と認めます。 

  次に、平成29年度白鷹町訪問看護ステーション事業会計予算を議題といたします。 

  概要説明を求めます。渡部病院事務局長。 

○病院事務局長（渡部町子） ご説明いたします。予算概要書の82ページをお開きくださ

い。 

  １基本的方向の中断からとなってございます。訪問看護ステーションにつきましては、

主治医や介護関係機関との連携を図りながら、暮らしを支える看護を目指し、利用者の

ニーズを踏まえた良質で安心できるサービスの提供に努めてまいります。 

  ２予算の体系と主な取り組みにつきましては、５番以下のとおりでございますので、

ごらんいただきたいと思います。 

  続きまして83ページをお開きください。主要事業についてご説明させていただきます。 

  ３収益的収支につきましては、継続事業でございます。 

  ４資本的収支でございます。事業ナンバー１、建設改良事業、120万円。事業概要は、

介護保険システムサーバー更新事業でございます。平成24年１月より利用している介護
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保険システムは、ハードウエア故障についてサポート契約し利用しておりましたが、５

年経過し故障における部品供給が困難であるとのことによりまして、サポートの延長が

できないこと、サーバー本体が故障してしまうと業務に多大な支障が生じるため、この

たび更新するものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（菅原隆男） 説明が終わりました。 

  収益的収入及び支出、資本的収入及び支出を一括して質疑を行います。ございません

か。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩いたします。再開を３時40分といたします。 

              休 憩  （午後３時３０分） 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

              再 開  （午後３時４０分） 

○委員長（菅原隆男） 休憩前に復し再開いたします。 

  ここで、平成29年度各会計予算に共通してかかわるものや相互にかかわるものなどに

ついて、質疑はございますか。 

              〔「なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） 質疑なしと認めます。 

  これより、本委員会に付託された平成29年度一般会計予算、特別会計予算及び事業会

計予算10件について採決したいと存じますが、ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。なお、起立されない方は否決とみなしますので、

申し添えます。 

  初めに、議第３号、平成29年度白鷹町一般会計予算について、原案のとおり可決すべ

きものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第４号、平成29年度白鷹町十王財産区特別会計予算について、原案のとおり

可決すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 
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  次に、議第５号、平成29年度白鷹町下水道特別会計予算について、原案のとおり可決

すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第６号、平成29年度白鷹町国民健康保険特別会計予算について、原案のとお

り可決すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第７号、平成29年度白鷹町農業集落排水特別会計予算について、原案のとお

り可決すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第８号、平成29年度白鷹町介護保険特別会計予算について、原案のとおり可

決すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第９号、平成29年度白鷹町後期高齢者医療特別会計予算について、原案のと

おり可決すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第10号、平成29年度白鷹町水道事業会計予算について、原案のとおり可決す

べきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議第11号、平成29年度白鷹町立病院事業会計予算について、原案のとおり可決

すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 
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  次に、議第12号、平成29年度白鷹町訪問看護ステーション事業会計予算について、原

案のとおり可決すべきものとするに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（菅原隆男） 全員起立。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、本予算特別委員会に付託された平成29年度予算10件の審査が全て終了い

たしました。 

  なお、委員会審査結果報告については委員長に一任いただきたいと存じますが、

ご異議ございませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長（菅原隆男） ご異議がないので、審査結果報告は委員長に一任されることに決

しました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――────     

      ○閉会の宣告 

○委員長（菅原隆男） 委員各位には、長時間にわたり熱心にご審議いただきましたこと

に感謝申し上げます。 

  これをもって予算特別委員会を閉会いたします。 

 

 閉 会       〈午後３時４５分〉 

 

 


